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阪神間都市計画地区計画の変更（築地地区地区計画、尼崎市決定）ほか 9件について 

１ 議案番号、案件名及び変更事由 

議案
番号

案件名 
変更 
事由※ 

3 

阪神間 

都市計画 

地区計画 

の変更 

（築地地区地区計画、尼崎市決定）について   

4 （武庫之荘 3丁目地区地区計画、尼崎市決定）について   

5 （武庫之荘 4丁目地区地区計画、尼崎市決定）について   

6 （武庫之荘駅前西地区地区計画、尼崎市決定）について   

7 （武庫之荘 5丁目地区地区計画、尼崎市決定）について   

8 
阪神間 

都市計画 

防災街区整備

地区計画 

の変更 

（今福・杭瀬寺島地区防災街区整備地区計画、尼崎市決定）について    

9 （潮江地区防災街区整備地区計画、尼崎市決定）について    

10 （浜地区防災街区整備地区計画、尼崎市決定）について    

11 （戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画、尼崎市決定）について    

12 （下坂部川出地区防災街区整備地区計画、尼崎市決定）について   

 ※ 変更事由 

 建築基準法改正に伴う防火規定の整備 

 最低敷地面積規制に係る連接規定の追記 

 計画書の表記に係る文言整理 

２ 都市計画の変更（案）の縦覧及び意見書の提出について 

上記 10 の都市計画の変更（案）について、都市計画法第 21 条第 2項において準用する同法第 17条

第 1項の規定に基づき、公衆の縦覧に供し、また、住民及び利害関係人より意見書を募った結果は次

のとおりである。 

 縦 覧 期 間 令和元年 12月 10 日（火曜日）～24日（火曜日） 

 縦 覧 者 0 人 

 意見書の提出 0 件 

３ 変更内容の概要 

 建築基準法改正に伴う防火規定の整備

ア 変更事項 

建築基準法の一部を改正する法律（平成 30年法律第 67号。以下「改正法」という。）及び建築

基準法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令（令和元年政令第30号。以

下「改正令」という。）の施行（令和元年 6 月 25 日）に伴い、特定防災街区整備地区において建

築できる建築物の要件が見直された。本市の防災街区整備地区計画において定める「建築物の構

造に関する防火上必要な制限」のうち、当該要件に準拠して規定している制限内容について整備

を行う。 

(ｱ) 定義変更に伴う文言の追加 

改正法により、建築基準法（昭和 25 年法律第 201 号。以下「法」という。）第 2条第 9号の

2 に規定の「耐火建築物」及び同条第 9 号の 3 に規定の「準耐火建築物」について、それらと
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同等以上の延焼防止性能を有する建築物についても建築を可能とするよう改められた。これに

伴い、「耐火建築物又は準耐火建築物」としなければならない旨を規定しているところを、「法

第 53条第 3項に規定する耐火建築物等又は準耐火建築物等」に改める。 

(ｲ) 適用除外規定に係る建築基準法の引用条文及び文言の変更 

旧法第 61 条各号は、特定防災街区整備地区内の建築物の制限等について規定する旧法第 67

条の 3（改正後は条ずれに伴い第 67 条）と同一の内容が規定されていたが、法改正に伴い、法

第 61条においては、政令に定める技術的基準による性能規定に定められるとともに、高さ 2メ

ートルを超える門又は塀に関する適用除外規定が新たに設けられ、必ずしも「不燃材料で造り、

又は覆う」ことを必要としなくなった。 

ついては、法第 67 条との間に差異が生じることとなったため、適用除外規定において現行た

だし書の旧法第 61条各号と同一規定をおく法第 67条第 1項各号を引用する文言へ改める。 

イ 対象地区（5地区） 

今福･杭瀬寺島地区、潮江地区、浜地区、戸ノ内町北地区、下坂部川出地区 

ウ 変更前後対照表（変更事項のみ） 

地区名 
建築物の構造に関する防火上必要な制限

変更後 変更前 

今福・杭瀬寺島

地区 

／潮江地区 

／浜地区 

／戸ノ内町北

地区 

建築物の構造は、法第 53 条第 3 項第

1 号に規定する耐火建築物等又は準耐火

建築物等としなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当するものは、

この限りでない。 

 延べ面積が50 ㎡以内の平家建ての

附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構

造のもの 

 卸売市場の上家、機械製作工場その

他これらと同等以上に火災の発生の

おそれが少ない用途に供する建築物

で、主要構造部が不燃材料で造られた

ものその他これに類する構造のもの 

・  (略) 

建築物の構造は、耐火建築物又は準耐火

建築物としなければならない。ただし、次

の各号のいずれかに該当するものは、この

限りでない。 

 延べ面積が 50 ㎡以内の平家建の附

属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造

のもの 

 卸売市場の上家又は機械製作工場で

主要構造部が不燃材料で造られたもの

その他これらに類する構造でこれらと

同等以上に火災の発生のおそれの少な

い用途に供するもの

・  (略) 

下坂部川出地

区 

1 建築物の構造は、法第 53 条第 3項第

1号に規定する耐火建築物等又は準耐

火建築物等としなければならない。た

だし、法第 67条第 1項各号のいずれ

かに該当するものはこの限りでない。

2～4 (略) 

1 建築物の構造は、耐火建築物又は準耐

火建築物としなければならない。ただ

し、法第 61条各号のいずれかに該当す

るものはこの限りでない。 

2～4 (略) 

 最低敷地面積規制に係る連接規定の追記 

ア 変更事項 

「建築物の敷地面積の最低限度」に係る規定については、一部の地区計画を除き、基準時にお

いて規定に満たさない既存不適格土地を適用除外としているが、これに加えて既存不適格土地に

隣接する土地（全部又は一部）を含めた敷地がなお規定を満たさない場合についても連接を認め

る規定（以下「連接規定」という。）を追記する。 

なお、平成 23 年以降に策定した地区計画等（防災街区整備地区計画及び塚口北地区地区計画）

は地区計画等の区域内における建築物の制限に関する条例（以下「建築条例」という。）において
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連接規定を定めているが、塚口北地区地区計画及び下坂部川出地区防災街区整備地区計画以外は

計画書に当該規定がなく、建築条例との不整合を来している。また、その他の地区計画において

は計画書、建築条例のいずれにおいても連接規定はない。一方、「建築物の敷地面積の最低限度」

を定めている地区計画の区域外で包括的に適用される尼崎市住環境整備条例（昭和 59 年尼崎市

条例 44 号）で定める最低敷地面積（住宅敷地に限る）においては、同様の連接規定が盛り込まれ

ている。 

当該規制の趣旨が狭小敷地の発生抑制であることを踏まえると、地区計画等の区域内において

も敷地規模の改善は趣旨に沿うものであり、また、既存不適格土地であれば建築が可能であるも

のが、狭小敷地の解消に向けて隣接する土地を含めて建築物の敷地として使用する場合（所定の

敷地面積未満では）建築できないことは合理性に欠けるものであるため、下記対象地区の地区計

画及び防災街区整備地区計画における「建築物の敷地面積の最低限度」の適用除外要件に連接規

定を設けるものである。 

イ 対象地区（9地区） 

築地地区、武庫之荘 3丁目地区、武庫之荘 4丁目地区、武庫之荘駅前西地区、武庫之荘 5丁目

地区、今福・杭瀬寺島地区、潮江地区、浜地区、戸ノ内町北地区 

ウ 変更前後対照表（変更事項のみ） 

地区名 
建築物の最低敷地面積の最低限度 

変更後 変更前 

築地地区 建築物の敷地面積の最低限度は 80

㎡とする。ただし、次の各号のいずれ

かに該当し、その土地の全部を建築物

の一の敷地として使用する場合は、こ

の限りでない。 

 土地区画整理法第103条第4項の

規定により公告があった日の翌日

において、従前、建築物の敷地とし

て使用されていた宅地とみなされ

た土地 

 土地区画整理法第103条第4項の

規定により公告があった日の翌日

において従前の宅地について存し

た所有権、賃借権その他の権利を有

する宅地とみなされた土地の部分

を建築物の敷地として使用するな

らば 80 ㎡に満たないこととなる土

地 

 前 2 号の土地の全部及びこれに

隣接する土地の全部又は一部 

建築物の敷地面積の最低限度は 80

㎡とする。ただし、仮換地として指定

された土地について、その全部を建築

物の一の敷地として使用する場合又

は従前の宅地の部分を建築物の敷地

として使用することができる所有権、

賃借権その他の権利を有する者が仮

換地として指定された土地の部分を

建築物の一の敷地として使用する場

合はこの限りではない。 

(新設) 
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武庫之荘 3 丁目

地区 

／武庫之荘 4 丁

目地区（低層戸建

住宅地区） 

※［ ］内 

：武庫之荘4丁目

地区 

1・2 (略) 

3 次のいずれかに該当し、その土地

の全部を建築物の一の敷地として

使用する場合は、1の規定を適用し

ない。 

 この地区計画が決定された際現

に建築物の敷地として使用されて

いる土地で1の規定に適合しないも

の又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば同項の規定に適

合しないこととなる土地（以下「既

存不適格土地」という。） 

 既存不適格土地の全部及びこれ

に隣接する土地の全部又は一部 

1・2 (略) 

3 次のいずれかに該当し、その土地

の全部を建築物の一の敷地として

使用する場合は、1の規定を適用し

ない。 

 この地区計画が決定された際（2

の規定の場合にあっては、この規定

の適用の際）現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で 150［165］

㎡に満たないもの 

 この地区計画が決定された際現

に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用す

るならば 150［165］㎡に満たないこ

ととなる土地 

武庫之荘駅前西

地区（低層住宅Ａ

区域／低層住宅

Ｂ区域） 

※［ ］内 

：低層住宅Ｂ区域

150［130］㎡とする。ただし、次の

各号のいずれかに該当し、その土地の

全部を建築物の一の敷地として使用

する場合は、この規定を適用しない。

 この地区計画が決定された際現

に建築物の敷地として使用されて

いる土地で 150［130］㎡に満たない

もの又は現に存する所有権その他

の権利に基づいて建築物の敷地と

して使用するならば 150［130］㎡に

満たないこととなる土地（以下「既

存不適格土地」という。） 

 既存不適格土地の全部及びこれ

に隣接する土地の全部又は一部 

150［130］㎡とする。ただし、次の

各号のいずれかに該当し、その土地の

全部を建築物の一の敷地として使用

する場合は、この規定を適用しない。

 この地区計画が決定された際、現

に建築物の敷地として使用されて

いる土地で 150［130］㎡に満たない

もの 

 この地区計画が決定された際、現

に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用す

るならば 150［130］㎡に満たないこ

とになる土地 
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武庫之荘 5 丁目

地区 

1・2 (略) 

3 第 1 項の規定は、次のいずれかに

該当し、その土地の全部を建築物の

一の敷地として使用する場合にお

いては、適用しない。 

 この地区計画が決定された際現

に建築物の敷地として使用されて

いる土地で第1項の規定に適合しな

いもの又は現に存する所有権その

他の権利に基づいて建築物の敷地

として使用するならば同項の規定

に適合しないこととなる土地（以下

「既存不適格土地」という。） 

 既存不適格土地の全部及びこれ

に隣接する土地の全部又は一部 

1・2 (略) 

3 第 1 項の規定は、次のいずれかに

該当し、その土地の全部を建築物の

一の敷地として使用する場合にお

いては、適用しない。 

 この地区計画が決定された際（前

項の場合にあっては、同項の規定に

よる敷地の使用の際）現に建築物の

敷地として使用されている土地で

130 ㎡に満たないもの  

 この地区計画が決定された際現

に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用す

るならば 130 ㎡に満たないことと

なる土地 

今福・杭瀬寺島地

区 

／潮江地区 

／浜地区 

／戸ノ内町北地

区 

※［ ］内 

：戸ノ内町北地区

（住宅Ａ地区）に

限る 

建築物の敷地面積は 70［85］㎡以上

でなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当し、その土地の全

部を建築物の一の敷地として使用す

る場合は、この規定を適用しない。 

 この地区計画が決定された際現

に建築物の敷地として使用されて

いる土地で 70［85］㎡に満たないも

の又は現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば 70［85］㎡に満た

ないこととなる土地（以下「既存不

適格土地」という。） 

 既存不適格土地の全部及びこれ

に隣接する土地の全部又は一部 

建築物の敷地面積は 70［85］㎡以上

でなければならない。ただし、次の各

号のいずれかに該当し、その土地の全

部を建築物の一の敷地として使用す

る場合は、この規定を適用しない。 

 この地区計画が決定された際、現

に建築物の敷地として使用されて

いる土地で 70［85］㎡に満たないも

の  

 この地区計画が決定された際、現

に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用す

るならば 70［85］㎡に満たないこと

となる土地 

 計画書の表記に係る文言整理 

ア 変更事項 

武庫之荘 3丁目地区、武庫之荘 4丁目地区、武庫之荘駅前西地区、武庫之荘 5丁目地区、塚口

北地区では、「壁面の位置の制限」の規定において建築物の敷地が 2 以上の道路に接している場

合、建蔽率の緩和が想定される敷地への過度の制限としない観点から、その内の一及び道路のす

み切り部分を除いて隣地境界線とみなすことができることとしており、建築条例にも同様の規定

を設けている。 

しかしながら、武庫之荘 5丁目地区においては、すみ切り部についても隣地境界線とみなすこ

とができるとも読める記載となっていることから、計画書の記載を改める。 

併せて、今回変更対象となる計画書について、見出し等の表記の統一を図る。 

なお、武庫之荘各地区の同趣旨の規定は建築条例と整合しており、武庫之荘 5丁目地区も市素

案は他地区と同等内容の規定を想定していることに加え、当該地区計画については建築条例の規
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定に基づき、従来から運用しているところである。 

イ 対象地区（10 地区） 

築地地区、武庫之荘 3丁目地区、武庫之荘 4丁目地区、武庫之荘駅前西地区、武庫之荘 5丁目

地区、今福・杭瀬寺島地区、潮江地区、浜地区、戸ノ内町北地区、下坂部川出地区 

ウ 変更前後対照表（主な変更事項） 

武庫之荘 5丁目地区 

壁面の位置の制限 

変更後 変更前 

1 (略) 

2 建築物の敷地面積が 300 ㎡未満の場合であっ

てその敷地が 2 以上の道路に接しているとき

は、一の道路境界線（道路のすみ切り部分にお

ける道路境界線を除く。以下この項において同

じ。）以外の道路境界線を隣地境界線とみなし

て前項の規定を適用する。 

3・4 (略) 

1 (略) 

2 建築物の敷地面積が 300 ㎡未満の場合であっ

てその敷地が 2 以上の道路に接しているとき

は、一の道路境界線（道路のすみ切り部分にお

ける道路境界線を除く。）以外の道路境界線を

隣地境界線とみなして前項の規定を適用する。

3・4 (略) 

４ 今後の予定 

令和 2年 2月 都市計画変更告示・永久縦覧 

なお、今回、都市計画変更を行う全 10地区のうち、築地、武庫之荘 3丁目、武庫之荘 4丁目、武

庫之荘駅前西、武庫之荘 5丁目の 5地区については、 最低敷地面積規制に係る連接規定の追記に

伴い、同様の規定を建築条例に設ける必要があることから、都市計画の変更後、速やかに改正がな

されるよう手続を行う。 

以 上 
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画地区計画の変更（尼崎市決定） 

都市計画築地地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 築地地区地区計画 

位  置 尼崎市築地 1丁目～5丁目及び西松島町の各一部 

面  積 約 13.5 ha 

地区計画の目標 本地区は、阪神尼崎駅の南約600ｍに位置し、かつて尼崎城の城下町として栄えた歴史

を持つが、一方で住宅と工場等の混在した密集市街地でもあった。そうした中、阪神・淡

路大震災により多大な被害を受けたため、震災復興土地区画整理事業により都市基盤の整

備、住宅地区改良事業により住環境の整備が進められている。 

本地区計画では、土地利用や建築物等を適正に誘導、配置することによって、「明るく住

み良い環境を保ち、災害に強い、歴史文化的魅力あるまち」を実現し、維持することを目

標とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 本地区を「住宅街区」、「住工複合街区」及び「工場等街区」に区分することによって、

住宅と工場等の各機能を適正に配置し、良好な環境を形成するとともに、調和したまちづ

くりを図るものとする。 

 「住宅街区」 

住宅を中心とした土地利用の中で、歴史的魅力をもった落ち着きのある町並みの形

成と良好な住環境の形成を図る街区とする。 

 「住工複合街区」 

住宅と工場等を適切に配置することにより、それぞれが協調する良好な環境の形成

を図る街区とする。 

 「工場等街区」 

地区の環境に配慮しつつ、環境悪化をもたらすおそれの少ない工場等の立地を誘導

する街区とする。 

地区施設の整備の方針 震災復興土地区画整理事業による道路、公園などの地区施設機能を生かし、良好な住環境

の形成を図るとともに、往時の中国街道の雰囲気を醸し出すなど「城下町築地」の歴史を将

来に受け継ぐ落ち着きのある良好な街路景観を創出する。 

建築物等の整備の方針 1 良好な住環境の形成を図るため、住宅と工場等を適正に配置し、地区の環境を悪

化させるおそれのある工場等を制限するほか、住環境を阻害する建築物の用途の

制限を行う。 

2 敷地の細分化を抑制し、低層・中層・高層の建築物が調和した住環境の形成を図

るため敷地規模に応じた建築物の高さの最高限度を定めるとともに、ゆとりと潤

いのある空間を創出するために建築物の壁面の位置の制限を行う。 

3 潤いある良好な町並みの形成を図るため、建築物等の外観等の意匠は景観に配慮

したものとし、垣、さく又は建物外壁については周辺の景観と調和したものとす

る。 
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地

区

整

備

計

画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区
の区
分 

名称 住宅街区 住工複合街区Ａ 住工複合街区Ｂ 工場等街区 

面積 約 11.4 ha 約 0.8 ha 約 0.5 ha 約 0.8 ha 

建築物等の用
途の制限 

次に掲げる建築
物は、建築してはな
らない。 

 ボーリング場、
スケート場その他
これらに類する建
築基準法施行令第
130条の6の2に定
める運動施設 
 ホテル又は旅館 
 畜舎（15 ㎡を超
えるものに限る。）
 マージャン屋、

ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発
売所、場外車券売
場その他これらに
類するもの 
 カラオケボック

スその他これらに
類するもの 
 建築基準法別表

第2(ほ)項第4号に
掲げる建築物 
 劇場、映画館、演
芸場若しくは観覧場
又はナイトクラブそ
の他これに類する政
令で定めるもの 
 キャバレー、料

理店その他これら
に類するもの 
 建築基準法別表

第2(へ)項第4号に
掲げる自動車車庫 
 倉庫業を営む倉

庫 
 原動機を使用す

る工場で作業場の
床面積の合計が 50
㎡を超えるもの 
 自動車修理工場 
 廃棄物の処理及

び清掃に関する法
律第 14条第 1項の
規定による許可を
必要とする自動車
解体工場 
 建築基準法別表

第2(と)項第3号及
び(ぬ)項第 3 号に
掲げる事業を営む
工場（引火性溶剤
を用いるドライク
リーニングを営む
工場で作業場の床
面積の合計が50㎡
を超えないものを
除く。） 
 建築基準法別表

第2(と)項第4号に
掲げる建築物 

次に掲げる建築
物は、建築してはな
らない。 

 ボーリング場、
スケート場その他
これらに類する建
築基準法施行令第
130条の6の2に定
める運動施設 
 ホテル又は旅館 
 畜舎（15 ㎡を超

えるものに限る。）
 マージャン屋、

ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発
売所、場外車券売
場その他これらに
類するもの 
 カラオケボック

スその他これらに
類するもの 
 建築基準法別表

第 2(ほ)項第 4 号
に掲げる建築物 
 劇場、映画館、演

芸場若しくは観覧場
又はナイトクラブそ
の他これに類する政
令で定めるもの 
 キャバレー、料

理店その他これら
に類するもの 
 倉庫業を営む倉

庫 
 自動車修理工場 
 廃棄物の処理及

び清掃に関する法
律第 14条第 1項の
規定による許可を
必要とする自動車
解体工場 
 建築基準法別表

第 2(ぬ)項第 3 号
に掲げる事業を営
む工場（引火性溶
剤を用いるドライ
クリーニングを営
む工場で作業場の
床面積の合計が 50
㎡を超えないもの
を除く。） 
 原動機を使用す

る工場で作業場の
床面積の合計が
500 ㎡を超えるも
の 
 建築基準法別表

第 2(と)項第 4 号
に掲げる建築物 

次に掲げる建築
物は、建築してはな
らない。 

 ボーリング場、
スケート場その他
これらに類する建
築基準法施行令第
130 条の 6 の 2 に
定める運動施設 
 ホテル又は旅館 
 畜舎（15 ㎡を超

えるものに限る。）
 マージャン屋、

ぱちんこ屋、射的
場、勝馬投票券発
売所、場外車券売
場その他これらに
類するもの 
 カラオケボック

スその他これらに
類するもの 
 建築基準法別表

第 2(ほ)項第 4 号
に掲げる建築物 
 劇場、映画館、演

芸場若しくは観覧場
又はナイトクラブそ
の他これに類する政
令で定めるもの 
 キャバレー、料

理店その他これら
に類するもの 
 倉庫業を営む倉

庫 
 自動車修理工場 
 廃棄物の処理及

び清掃に関する法
律第14条第1項の
規定による許可を
必要とする自動車
解体工場 
 建築基準法別表

第 2(ぬ)項第 3 号
に掲げる事業を営
む工場（引火性溶
剤を用いるドライ
クリーニングを営
む工場で作業場の
床面積の合計が 50
㎡を超えないもの
を除く。） 
 原動機を使用す

る工場で作業場の
床面積の合計が
300 ㎡を超えるも
の 
 建築基準法別表

第 2(と)項第 4 号
に掲げる建築物 

次に掲げる
建築物は、建築
してはならな
い。 
 畜舎（15 ㎡

を超えるもの
に限る。） 
 マージャン

屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝
馬投票券発売
所、場外車券
売場その他こ
れらに類する
もの 
 カラオケボ

ックスその他
これらに類す
るもの 
 劇場、映画

館、演芸場若
しくは観覧場
又はナイトク
ラブその他こ
れに類する政
令で定めるも
の 
 キ ャ バ レ

ー、料理店そ
の他これらに
類するもの 
 自動車修理

工場で作業場
の床面積の合
計が 300 ㎡を
超えるもの 
 廃棄物の処

理及び清掃に
関する法律第
14 条第 1 項の
規定による許
可を必要とす
る自動車解体
工場で作業場
の床面積の合
計が 300 ㎡を
超えるもの 
 建築基準法

別表第 2(ぬ)
項第 4 号に掲
げる建築物 
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建築物等の高
さの最高限度 

建築物の敷地面積
が 200 ㎡未満の場合
は建築物の高さを
13ｍ以下、軒の高さ
を10ｍ以下とする。
建築物の敷地面

積が 200 ㎡以上 300
㎡未満の場合は建
築物の高さを 16ｍ
以下、軒の高さを 13
ｍ以下とする。 

建築物の敷地面積
が 200 ㎡未満の場合
は建築物の高さを
16ｍ以下、軒の高さ
を13ｍ以下とする。
建築物の敷地面

積が 200 ㎡以上 300
㎡未満の場合は建
築物の高さを 19ｍ
以下、軒の高さを 16
ｍ以下とする。 

建築物の敷地面積
が 200 ㎡未満の場合
は建築物の高さを
13ｍ以下、軒の高さ
を10ｍ以下とする。
建築物の敷地面

積が 200 ㎡以上 300
㎡未満の場合は建
築物の高さを 16ｍ
以下、軒の高さを 13
ｍ以下とする。 

同左 

建築物の敷地
面積の最低限
度 

建築物の敷地面積の最低限度は80㎡とする。ただし、次の各号のいずれかに該当
し、その土地の全部を建築物の一の敷地として使用する場合は、この限りでない。 

 土地区画整理法第 103 条第 4項の規定により公告があった日の翌日において、
従前、建築物の敷地として使用されていた宅地とみなされた土地 
 土地区画整理法第 103 条第 4 項の規定により公告があった日の翌日において
従前の宅地について存した所有権、賃借権その他の権利を有する宅地とみなされ
た土地の部分を建築物の敷地として使用するならば 80 ㎡に満たないこととなる
土地 
 前 2 号の土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部 

壁面の位置の
制限 

建築物の外壁又
はこれに代わる柱、
バルコニー等（以下
「外壁等」という。）
の面から道路境界
線までの距離は、地
盤面から 2.5ｍ未満
の建築物の部分に
限り 50cm 以上でな
ければならない。 
建築物の外壁等の

面から隣地境界線ま
での距離は、建築物
の敷地面積が 80 ㎡
以上の場合にあって
は、50cm（高さが13
ｍ又は軒の高さが
10ｍを超える建築物
は 1ｍ）以上でなけ
ればならない。 
ただし、次のいず

れかに該当する建
築物又は建築物の
一部については、こ
の限りでない。 

 外壁等の中心
線の長さの合計
が 3ｍ以下のもの 
 物置その他これ
に類する用途に供
し軒の高さが 2.3
ｍ以下で、かつ、
床面積の合計が 5
㎡以内のもの 

建築物の外壁又
はこれに代わる柱、
バルコニー等（以下
「外壁等」という。）
の面から道路境界
線までの距離は、地
盤面から 2.5ｍ未満
の建築物の部分に
限り 50cm 以上でな
ければならない。 
建築物の外壁等

の面から隣地境界
線までの距離は、建
築物の敷地面積が
80 ㎡以上の場合に
あっては、50cm 以上
でなければならな
い。 
ただし、次のいず

れかに該当する建
築物又は建築物の
一部については、こ
の限りでない。 

 外壁等の中心
線の長さの合計
が 3ｍ以下のもの 
 物置その他こ
れに類する用途
に供し軒の高さ
が 2.3ｍ以下で、
かつ、床面積の合
計が5㎡以内のも
の 

同左 同左 

建築物等の形態
又は色彩その他
の意匠の制限 

建築物等の形態、意匠及び色彩については、町並み景観と調和したものとする。

塀、垣又はさく
の形態の制限 

道路沿いは、潤いあ
る生け垣や塀、又は建
物外壁の意匠などに
よって落ち着きある
町並みの形成に努め
る。 

－ 

「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地

区

整

備

計

画
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（理 由） 

本地区は、阪神尼崎駅の南約 600ｍに位置し、かつて尼崎城の城下町として栄えた、住宅と工場が

混在した密集市街地であるが、阪神・淡路大震災により多大な被害を受け、平成 7(1995)年に地元ま

ちづくり協議会である「築地地区復興委員会」から提出された「まちづくり案」を基本に、震災復

興土地区画整理事業、住宅地区改良事業により都市基盤及び住環境の整備が進められた。特に土地

利用の純化を図るため、土地区画整理事業の換地計画により住宅地と工業地を適正に配置するとと

もに、住環境を将来にわたって確保する方策として、築地地区復興委員会から提出された「築地地

区地区計画地元案」に基づき、平成 13(2001)年に本計画を決定した。 

今回は、建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定について、土地利用

更新の実態に即するよう条件を補完し、規定の合理化を図るため、本案のとおり変更するものであ

る。 
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俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律（平成 27 年法律第 45号）の施行

及び都市緑地法等の一部を改正する法律（平成 29年法律第 26 号）の施行に伴い、本案のとおり変

更するものである。 

計画図 阪神間都市計画地区計画 

    築地地区地区計画

築地中公園

西松島町

住宅街区 

住工複合 
街区(A) 

住工複合街区(B) 

工場等街区 

東部第一浄化センター

築地公園

地区計画の区域
凡例

地区の区分

東町緑地築地1丁目築地2丁目
築地3丁目

築地4丁目

築地5丁目

南城内中在家町1丁目

中在家中継ポンプ場

松島橋公園

東堀運河

南城内緑地

初嶋大神宮

東向島東之町

戎橋

築地城内橋

3-6

1:2,500 
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画地区計画の変更（尼崎市決定）

都市計画武庫之荘3丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 武庫之荘3丁目地区地区計画 

位  置 尼崎市武庫之荘3丁目の一部 

面  積 約 6.9 ha 

地区計画の目標  本地区は尼崎市の北部市街地の一角に位置し、昭和初期に戸建住宅地として開発さ

れた市内でも有数の良好な住環境を有する地区である。 

  しかし、敷地の細分化、マンションの立地等により良好な住環境の維持が難しくな

りつつある。 

 本計画では秩序ある建築活動を適切に誘導し、良好な住環境の保全及び形成を図る。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針  低層の緑豊かな住宅地としての環境を守り育てる。 

地区施設の整備の方針  道路、水路等の機能が損なわれないよう維持・保全に努める。 

建築物等の整備の方針 1 閑静な戸建住宅地としての環境を保全するため建築物の用途の制限を定める。 

2 建築物の建詰り及び敷地の細分化を防ぐため建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

3  ゆとりある街並みづくりのため建築物の壁面の位置の制限及び建築物の容積率の

最高限度を定める。 

4  低層戸建住宅地としての住環境の保全及びゆとりある景観形成のため建築物の高

さの制限を定める。 

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物等の用

途の制限 
1 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならない。 

 建築基準法（以下「法」という。）別表第2(い)項第1号に掲げる住宅のうちの

一戸建ての住宅 

 法別表第 2(い)項第 3号に掲げる共同住宅のうち、住戸の床面積が 40 ㎡以上のも

の 

 法別表第2(い)項第3号に掲げる寄宿舎又は下宿 

 法別表第 2(い)項第 6 号に掲げる老人ホーム、保育所、身体障害者福祉ホーム

その他これらに類するもの 

 法別表第 2(い)項第 9 号に掲げる巡査派出所、公衆電話所その他これらに類す

る公益上必要な建築物 

 前各号の建築物に附属するもの 

2 1の規定にかかわらず、次のいずれかに該当する場合はこの限りでない。 

 この地区計画が決定された際現に存する建築物の用途を変更しないもの又はそ

の建築物に附属するものを建築する場合 

 法別表第 2(い)項第 2 号に掲げる建築物で、その建築敷地が市道武庫 1 号路線

又は市道武庫区画第8号線に接しているもの又はその建築物に附属するものを建

築する場合 

建築物等の高

さの最高限度 

建築物の軒の高さは8ｍ以下でなければならない。 
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地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

壁面の位置の

制限 

1 150㎡以上の敷地に建築する建築物の外壁又はこれに代わる柱、バルコニー等（以

下「外壁等」という。）の面から隣地境界線までの距離は0.5ｍ以上、道路境界線ま

での距離は1.5ｍ以上でなければならない。 

また、150 ㎡未満の敷地に建築する建築物の外壁等の面から隣地境界線までの距

離は0.5ｍ以上、道路境界線までの距離は1ｍ以上でなければならない。 

2 1の規定は次のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部の外壁等の面から道路

境界線又は隣地境界線までの距離については適用しない。 

 外壁等の中心線の長さの合計が3ｍ以下のもの 

 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が5㎡以内のもの 

3 建築物の敷地が2以上の道路に接している場合は、そのうちの一を除いて道路境界

線までの距離を0.5 ｍ以上とすることができる。ただし、道路の隅切り部分につい

ては、この限りでない。 

建築物の敷地

面積の最低限

度 

1 建築物の敷地面積は150㎡以上でなければならない。 

2 1の規定にかかわらず、この地区計画が決定された際現に存する所有権その他の権

利に基づく土地をこの地区計画が決定された後初めて複数に区分して使用する場合

にあっては、そのうちの一に限り130㎡以上とすることができる。 

3 次のいずれかに該当し、その土地の全部を建築物の一の敷地として使用する場合

は、1の規定を適用しない。 

 この地区計画が決定された際現に建築物の敷地として使用されている土地で 1

の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物

の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地（以下「既

存不適格土地」という。） 

 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部 

建築物の容積

率の最高限度 

1 150㎡以上の敷地に建築する建築物の容積率の最高限度は、120％とする。 

2 120㎡以上150㎡未満の敷地に建築する建築物の容積率の最高限度は、次式により

算定した数値とする。 

容積率の最高限度(％)＝150(％)－（敷地面積(㎡)－120(㎡)）÷30(㎡)×30(％)

3 次の各号のいずれにも該当する場合にあっては、1及び 2の規定は適用しない。 

 この地区計画が決定された際現に存する建築物で1及び2に掲げる割合を超え

るものについて、この地区計画が決定された後初めて当該建築物の敷地の全部

を建て替える建築物の一の敷地として使用し、現に存する建築物の延べ面積の

範囲内で建て替える場合 

 建築物の外壁等の面から道路境界線までの距離が、壁面の位置の制限の項に規

定する建築物の外壁等の面から道路境界線までの最低限度の距離に 0.5ｍ加算し

た距離以上の場合 

「区域は計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区は、阪急武庫之荘駅から北西に約 0.8ｋｍのところに位置する低層住宅地である。この地区

は、昭和10年代前半の民間開発により形成された住宅地であり、本市でも有数の良好な低層戸建住宅

地の住環境の保全及び形成を図るため、平成17(2005)年に本計画を決定した。 

今回は、建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定について、土地利用更

新の実態に即するよう条件を補完し、規定の合理化を図るため、本案のとおり変更するものである。
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計画図 阪神間都市計画地区計画 

    武庫之荘3丁目地区地区計画

武庫之荘3丁目 

武庫之荘2丁目 

武庫元町1丁目 武庫之荘4丁目 

地区計画の区域 凡例 

生津公園 

南武庫公園 

十の橋 

市道武庫区画第8号線 市道武庫1号路線 

西消防署
武庫分署 

武庫之荘文化會館 

十二橋 

武庫之荘5丁目 

東武庫夢公園 
十四橋 

十六橋 
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画地区計画の変更（尼崎市決定） 

都市計画武庫之荘4丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 武庫之荘4丁目地区地区計画 

位  置 尼崎市武庫之荘4丁目の一部 

面  積 約 7.7 ha 

地区計画の目標  本地区は尼崎市の北部市街地の一角に位置し、昭和初期に戸建住宅地として開発され

た、市内でも有数の良好な住環境を有する地区である。 

  しかし、敷地の細分化、マンションの立地等により良好な住環境の維持が難しくなりつ

つある。 

 本計画では秩序ある建築活動を適切に誘導し、良好な住環境の保全及び形成を図る。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針  低層の緑豊かな住宅地としての環境を守り育てる。 

地区施設の整備の

方針 
 道路、水路等の機能が損なわれないよう維持・保全に努める。 

建築物等の整備の

方針 

＜低層戸建住宅地区＞ 

1   閑静な戸建住宅地としての環境を保全するため建築物の用途の制限並びに建築物等

の形態又は意匠の制限を定める。 

2  建築物の建詰り及び敷地の細分化を防ぐため建築物の敷地面積の最低限度を定める。 

3  ゆとりある街並みづくりのため建築物の壁面の位置の制限を定める。 

4   低層戸建住宅地としての住環境の保全及びゆとりある景観形成のため建築物の高さ

の制限を定める。 

＜沿道地区＞ 

低層戸建住宅地との調和を図るため、建築物の高さの制限及び壁面の位置の制限並びに

建築物等の用途の制限及び形態又は意匠の制限を定める。 

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区
の区
分 

名称 低層戸建住宅地区 沿道地区 

面積 約 7 ha 約 0.7 ha 

建築物等の

用途の制限 

1 次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建

築してはならない。 

(1) 建築基準法（以下「法」という。）別表第2(い)

項第1号に掲げる住宅のうちの一戸建ての住宅 

(2) 法別表第2(い)項第3号に掲げる共同住宅のう

ち、住戸の床面積が40㎡以上のもの 

(3) 法別表第 2(い)項第 6 号に掲げる老人ホー

ム、保育所、身体障害者福祉ホームその他これ

らに類するもの 

(4) 法別表第2(い)項第8号に掲げる診療所 

(5) 法別表第 2(い)項第 9 号に掲げる巡査派出

所、公衆電話所その他これらに類する公益上

必要な建築物 

(6) 前各号の建築物に附属するもの 

2 1 の規定にかかわらず、次のいずれかに該当

する場合はこの限りでない。 

(1）この地区計画が決定された際現に存する建築物

の用途を変更しないもの又はその建築物に附属

するものを建築する場合 

(2）法別表第2(い)項第2号に掲げる建築物で、そ

の建築敷地が市道武庫1号路線又は市道守部友行

線に接しているもの又はその建築物に附属するも

のを建築する場合 

次の各号に掲げる建築物等は建築し

てはならない。 

(1) 法別表第2(に)項第 3号に掲げる

ボーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

(2) 法別表第2(に)項第 4号に掲げる

ホテル又は旅館 

(3) 法別表第2(に)項第6号に掲げる畜

舎 

(4) 自動車車庫及び自動車車庫に供す

る工作物（建築物に附属するものを除

く） 

(5) 法別表第2(に)項第2号に掲げる工

場 

(6) 危険物の貯蔵又は処理に供する

建築物（建築物に附属するものを除

く）  

(7) 法別表第2(い)項第 3号に掲げる

共同住宅で、住戸の床面積が 40 ㎡

未満のもの 
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建築物等の

高さの最高

限度 

建築物の軒の高さは7ｍ以下でなければならない。

ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、

この限りでない。 

(1) 建築物の敷地面積が130㎡未満の場合 

(2) 建築物の高さ7ｍを超える部分の外壁又はこ

れに代わる柱、バルコニー等（以下「外壁等」

という。）の面から道路境界線までの距離が3ｍ

以上あり、かつ、当該建築物による日影が法第

56条の2に基づく法別表第4第1項第2号に

掲げる基準を満たしている場合 

建築物の高さは 12ｍ以下でなければ

ならない。ただし、階段室、昇降機塔、

屋窓その他これらに類する建築物の屋

上部分の水平投影面積の合計が、当該

建築物の建築面積の 8 分の 1 以下の場

合においては、その部分の高さは5ｍま

では算入しない。 

壁面の位置

の制限 

1 220 ㎡以上の敷地に建築する建築物の外壁等の面

から隣地境界線までの距離は1ｍ以上、道路境界線

までの距離は1.5ｍ以上でなければならない。 

また、130 ㎡以上 220 ㎡未満の敷地に建築

する建築物の外壁等の面から隣地境界線又は

道路境界線までの距離は次式により算定した

数値以上でなければならない。 

外壁等の後退距離（ｍ）＝0.5＋0.5×（敷地

面積（㎡）－130）/（220－130） 

ただし、建築物に附属する高さ2.8ｍ以下の

自動車車庫（主たる用途の建築物と一体となっ

ているものを除く。）については、道路に面す

る部分の距離を0.5m以上とする。 

2 1の規定は次に該当する建築物又は建築物の

一部の外壁等の面から道路境界線又は隣地境

界線までの距離については適用しない。 

・外壁等の中心線の長さの合計が3ｍ以下のもの 

3 建築物の敷地が 2 以上の道路に接している場

合は、そのうちの一を除いて隣地境界線とみな

すこととする。ただし、道路の隅切り部分につ

いては、この限りでない。 

建築敷地の北側の隣地境界線から建

築物の外壁等の面までの距離は 1ｍ以

上でなければならない。 

建築物の敷

地面積の最

低限度 

1 建築物の敷地面積は165㎡以上でなければな

らない。 

2 1の規定にかかわらず、この地区計画が決定さ

れた際現に存する所有権その他の権利に基づく

土地をこの地区計画が決定された後初めて複数

に区分して使用する場合にあっては、そのうち

の一に限り130㎡以上とすることができる。 

3 次のいずれかに該当し、その土地の全部を建

築物の一の敷地として使用する場合は、1の規

定を適用しない。 

(1) この地区計画が決定された際現に建築物

の敷地として使用されている土地で 1 の規

定に適合しないもの又は現に存する所有権

その他の権利に基づいて建築物の敷地とし

て使用するならば同項の規定に適合しない

こととなる土地（以下「既存不適格土地」と

いう。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接す

る土地の全部又は一部 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

建築物の形態、屋根及び外壁の意匠並びに広告看板等については、住宅地として周辺の

景観と調和のとれたものとする。 

「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 
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（理 由） 

本地区は、阪急武庫之荘駅から北西に約 0.7ｋｍのところに位置する低層住宅地である。この地区

は、昭和 10 年代前半の民間開発により形成された住宅地であり、本市でも有数の良好な低層戸建住

宅地の住環境の保全及び形成を図るため、平成17(2005)年に本計画を決定した。 

今回は、建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定について、土地利用更

新の実態に即するよう条件を補完し、規定の合理化を図るため、本案のとおり変更するものである。
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低層戸建住宅地区
（第１種低層住居専用地域） 

沿道地区
（第１種住居地域）

市
道
守
部
友
行
線

武庫之荘2丁目 

武庫之荘1丁目 

武庫之荘本町1丁目

武庫之荘3丁目

計画図 阪神間都市計画地区計画 

    武庫之荘4丁目地区地区計画 

武庫之荘4丁目

地区計画の区域 凡例 
地区の区分の境界 

生津公園 

武庫之荘公園 

十の橋 

大

庄

友

行

線

武庫之荘5丁目

市道武庫1号路線

十四橋 

十六橋 

十二橋 





計 画 書（案） 
阪神間都市計画地区計画の変更（尼崎市決定） 
都市計画武庫之荘駅前西地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 武庫之荘駅前西地区地区計画 

位  置 尼崎市武庫之荘 1・2丁目の各一部 

面  積 約 9.4 ha 

地区計画の目標 
本地区は阪急武庫之荘駅北西約 400ｍの位置にあり、昭和 10年代前半に民間開発された、主として戸建住宅地から成る市内でも有数の良好な住環境を有する地区であったが、

近年は敷地の細分化やマンションの立地などにより、良好な街並みや住環境が失われつつある。 

このため本地区計画では、秩序ある建築活動を適切に誘導し、優れた景観と良好な住環境の維持・保全を図ることを目的とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び

保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 
ゆとりある戸建住宅を中心とした低層住宅Ａ区域と戸建住宅と中低層共同住宅を中心とした低層住宅Ｂ区域においては、その優れた住環境を維持・向上させるとともに、こ

れら低層住宅区域の外周部にあたる沿道・沿線区域においては、低層住宅区域との調和に配慮した適切な土地利用とする。 

建築物等の整備の方針

低層住宅Ａ区域は、第 1 種低層住居専用地域に指定されており、緑豊かなゆとりある戸建住宅地を中心とした優れた住宅地としての環境の維持・向上を図るため、建築物等
の用途、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置、建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限を行う。 

低層住宅Ｂ区域は、第 1 種・第 2種中高層住居専用地域に指定されており、緑豊かなゆとりある戸建住宅と周辺の住環境に配慮した中低層共同住宅を中心とした住宅地とし
ての環境の維持・向上を図るため、建築物等の用途、敷地面積の最低限度、建築物等の高さの最高限度、壁面の位置の制限、建築物等の形態又は色彩その他意匠の制限を行う。
阪急電鉄沿線区域においては、低層住宅Ｂ区域と調和した中高層建物の街並みの形成を図るため、また、沿道Ａ区域・Ｂ区域においては、幹線道路沿道の区域として周辺地

域に調和した中高層住宅や商業・業務施設を中心とした街並みの形成を図るため、建築物等の用途の制限、建築物等の高さの最高限度、建築物等の形態又は色彩その他意匠の
制限を行う。 

地

区

整

備

計

画

地区
の区
分 

名称 低層住宅Ａ区域 低層住宅Ｂ区域 阪急電鉄沿線区域 沿道Ａ区域 沿道Ｂ区域 

面積 約 4.6 ha 約 2.2 ha 約 0.1 ha 約 1.5 ha 約 1.0 ha 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物等の

用途の制限

 次の各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 
 建築基準法（以下「法」という。）

 別表第2（い）項第3号に掲げる共

同 
 住宅で床面積が40㎡未満の住戸を
有するもの 

 法別表第2（い）項第7号に掲げ
る公衆浴場 

 次の各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 
 法別表第2（い）項第3号に掲げ
る共同住宅で床面積が40㎡未満の

住戸を有するもの 
 法別表第2（い）項第7号に掲げ
る公衆浴場 

 法別表第 2（と）項第 4号に
規定する危険物の貯蔵又は処
理に供する施設 

 建築基準法施行令（以下「令」
という。）130条の 4第 2号の地
方公共団体の支庁又は支所の用に

供する建築物、老人福祉センター、
児童厚生施設その他これに類する
もので延べ面積が 600 ㎡を超え

るもの 
 自動車車庫。ただし、建築物
に附属するものを除く 

 令第130条の6に規定する工場
 令第130条の5の3に掲げる用
途に供するものでその用途に供す

る部分の床面積の合計が150㎡を
超えるもの又は3階以上の部分
をその用途に供するもの 

次の各号に掲げる建築物は建築

してはならない。 
  法別表第2（い）項第3号に掲
げる共同住宅で床面積が25㎡未

満の住戸を有するもの 
 法別表第2（い）項第7号に掲
げる公衆浴場 

 法別表第 2（と）項第 4 号
に規定する危険物の貯蔵又
は処理に供する施設 

 令 130 条の 4 第 2 号の地方
公共団体の支庁又は支所の用に
供する建築物、老人福祉センタ

ー、児童厚生施設その他これに
類するもので延べ面積が600 ㎡
を超えるもの 

 自動車車庫。ただし、建築
物に附属するものを除く 
  令第130条の6に規定する工場

 法別表第2（は）項第5号に
掲げる店舗、飲食店その他これ
らに類する用途に供するものの

うち、その用途に供する部分の
床面積の合計が500㎡を超え
るもの又は3階以上の部分を

その用途に供するもの 

次の各号に掲げる建築物は建築し

てはならない。 
 法別表第 2（い）項第 3 号に掲
げる共同住宅で床面積が 40 ㎡未

満の住戸を有するもの 
 法別表第 2（と）項第 4号に
規定する危険物の貯蔵又は処

理に供する施設 
 法別表第 2（に）項第 2 号に掲
げる工場。ただし、令 130 条の 6

に規定するパン屋、米屋、豆腐屋、
菓子屋その他これに類する工場を
除く 

 法別表第 2（に）項第 3 号に掲
げるボーリング場、スケート
場、水泳場その他これらに類する

運動施設(令第130条の6の2) 
 法別表第 2（に）項第 4 号に掲
げるホテル又は旅館 

 法別表第 2（に）項第 6 号に掲
げる畜舎で、令第130条の7に規
定する床面積の合計が 15 ㎡を超

えるもの 
 自動車修理工場 

次の各号に掲げる建築物は建築して

はならない。 
 法別表第2（い）項第3号に掲げる
共同住宅で床面積が40㎡未満の住戸

を有するもの 
 法別表第 2（と）項第 4 号に規
定する危険物の貯蔵又は処理に

供する施設 
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「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 
（理 由） 

本地区は阪急武庫之荘駅北西約 400ｍの位置にあり、昭和 10年代前半に民間開発された、主として戸建住宅地から成る市内でも有数の良好な住環境を有する地区である。秩序ある建築活動を適切に誘

導し、優れた景観と良好な住環境の維持・保全を図ることを目的に、平成 2一(2009)年に本計画を決定した。 
今回、建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定について、土地利用更新の実態に即するよう条件を補完し、規定の合理化を図るため、本案のとおり変更するものである。

地

区

整

備

計

画

地区
の区
分 

名称 低層住宅Ａ区域 低層住宅Ｂ区域 阪急電鉄沿線区域 沿道Ａ区域 沿道Ｂ区域 

面積 約 4.6 ha 約 2.2 ha 約 0.1 ha 約 1.5 ha 約 1.0 ha 

建

築

物

等

に

関

す

る

事

項

建築物の敷

地面積の最
低限度 

150 ㎡とする。ただし、次の各

号のいずれかに該当し、その土地
の全部を建築物の一の敷地とし
て使用する場合は、この規定を適

用しない。 
 この地区計画が決定された際
現に建築物の敷地として使用

されている土地で150㎡に満た
ないもの又は現に存する所有
権その他の権利に基づいて建

築物の敷地として使用するな
らば150㎡に満たないこととな
る土地（以下「既存不適格土地」

という。） 
 既存不適格土地の全部及びこ
れに隣接する土地の全部又は

一部 

130 ㎡とする。ただし、次の各

号のいずれかに該当し、その土地
の全部を建築物の一の敷地とし
て使用する場合は、この規定を適

用しない。 
 この地区計画が決定された
際現に建築物の敷地として使

用されている土地で130㎡に満
たないもの又は現に存する所
有権その他の権利に基づいて

建築物の敷地として使用する
ならば130㎡に満たないことと
なる土地（以下「既存不適格土

地」という。） 
 既存不適格土地の全部及び
これに隣接する土地の全部又

は一部 

建築物等の

高さの最高
限度 

12ｍとする。ただし、敷地面積

500 ㎡以上のものについては、高
さ12ｍを超える外壁等の面から敷
地境界線までの距離が 1.5ｍ以上

確保されている場合に限り、15ｍ
とすることができる。 

18ｍとする。 15ｍとする。 

壁面の位置
の制限 

1  150 ㎡以上の敷地に建築する建築物の外壁等の面から隣地境界線
までの距離を 0.75ｍ以上、道路境界線までの距離を 1ｍ 以上とす

る。ただし、建築物の高さが 10ｍを超える場合は、建築物の外壁等
の面から隣地境界線までの距離を 1ｍ以上とする。 

2 1 の規定は次のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部の外壁

等の面から道路境界線又は隣地境界線までの距離については適用し
ない。 

 外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以下のもの 

 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが 2.3ｍ以下で、
かつ、床面積の合計が 5㎡以内のもの 

3 建築物の敷地が 2 以上の道路に接している場合は、そのうちの一

を除いて道路境界線までの距離を 0.75ｍ以上とすることができる。
ただし、道路の隅切り部分については、この限りでない。 

建築物等の
形態又は色
彩その他の

意匠の制限 

建築物等の形態並びに外壁の色彩その他の意匠等については、周辺環境の調和との中で、街並み景観に資するものとする。 
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計画図 阪神間都市計画地区計画 

    武庫之荘駅前西地区地区計画

30ｍ

尼

崎

宝

塚

線

生津公園

武庫之荘西2丁目

地区計画の区域
凡例

地区の区分

大

庄

友

行

線

武庫之荘2丁目

武庫之荘1丁目

ハの橋

十の橋

低層住宅Ｂ区域 

沿道Ｂ区域 

沿道Ａ区域 

低層住宅Ａ区域 

阪急電鉄沿線区域 

武庫之荘４丁目
武庫之荘３丁目
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計 画 書（案）

阪神間都市計画地区計画の変更（尼崎市決定） 

都市計画武庫之荘5丁目地区地区計画を次のように変更する。 

名  称 武庫之荘5丁目地区地区計画 

位  置 尼崎市武庫之荘5丁目の一部 

面  積 約 2.2 ha 

地区計画の目標  本地区は、阪急武庫之荘駅から北西に約0.9 kmの位置にあり、昭和30年代前半に民間

開発された住宅地を含む、主として戸建住宅地から成る良好な住環境を有する地区であ

る。しかし、近年敷地の細分化やマンションの立地などにより、良好な住環境の維持が難

しくなりつつある。  

このため、本地区計画では、秩序ある建築活動を適切に誘導し、良好な住環境の保全及

び形成を図ることを目的とする。

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 戸建住宅を主体とした、静かで落ち着いた、暮らしやすい住宅地としての良好な環境を

守り育てる。 

建築物等の整備の

方針 

低層住宅地区においては、低層戸建住宅を主体とする緑豊かで閑静な住宅地と

しての環境の保全及び形成を図るため、建築物の用途の制限、高さの最高限度の

設定、壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度及び緑化率の最低限度の設定並び

に建築物等の形態又は色彩その他の意匠及び垣又はさくの構造の制限を行う。  

沿道住宅地区においては、低層住宅地区との調和を保ちながら店舗等と住宅と

が共存する良好な住宅地としての環境の保全及び形成を図るため、建築物の用途

の制限、高さの最高限度の設定、壁面の位置の制限、敷地面積の最低限度及び緑

化率の最低限度の設定並びに建築物等の形態又は色彩その他の意匠及び垣又はさ

くの構造の制限を行う。 

地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区

の区

分 

名称 低層住宅地区 沿道住宅地区 

面積 約 1.5 ha 約 0.7 ha 

建築物等の

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。  

(1) 建築基準法（以下「法」という。）別表

第 2(い)項第 1 号に掲げる住宅のうちの

一戸建ての住宅  

(2) 法別表第 2(い)項第 3 号に掲げる共同

住宅のうち、床面積が50㎡未満の住戸を

有しないもの  

(3) 法別表第 2(い)項第 9 号に掲げる巡査

派出所、公衆電話所その他これらに類す

る公益上必要な建築物  

(4) 前各号の建築物に附属するもの  

次の各号に掲げる建築物以外の建築物

は、建築してはならない。  

(1) 建築基準法（以下「法」という。）別表

第 2(い)項第 1 号に掲げる住宅のうちの

一戸建ての住宅  

(2) 法別表第 2(い)項第 2 号に掲げる住宅

で事務所、店舗その他これらに類する用

途を兼ねるもの  

(3) 法別表第 2(い)項第 3 号に掲げる共同

住宅のうち、床面積が50㎡未満の住戸を

有しないもの  

(4) 法別表第2(い)項第8号に掲げる診療所 

(5) 法別表第 2(い)項第 9 号に掲げる巡査

派出所、公衆電話所その他これらに類す

る公益上必要な建築物  

(6) 法別表第2(は)項第5号に掲げる店舗、

飲食店その他これらに類する用途に供す

るもの（第 2 種中高層住居専用地域内に

おいては建築基準法施行令第 130 条の 3

第 1号に掲げる事務所を含む。）でその用

途に供する部分の床面積の合計が 500 ㎡

以内のもの（3階以上の部分をその用途に

供するものを除く。）  

(7) 前各号の建築物に附属するもの 
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建築物等の

高さの最高

限度 

1  建築物の高さは、10ｍ以下でなければな

らない。  

2  建築物の軒の高さは、7ｍ以下でなけれ

ばならない。ただし、敷地面積が100㎡未

満の建築物にあっては、この限りでない。

建築物の高さは、15ｍ（敷地面積が1,000

㎡以上の建築物にあっては、18ｍ）以下で

なければならない。 

壁面の位置

の制限 

1  建築物の外壁又はこれに代わる柱、バル

コニー等（以下「外壁等」という。）の面

からの距離は、道路境界線までの距離にあ

っては次表の左欄に掲げる敷地面積の区

分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる距

離以上、隣地境界線までの距離にあって

は、次表の左欄に掲げる敷地面積の区分に

応じそれぞれ同表の右欄に掲げる距離以

上でなければならない。 

敷地面積 
道路境界線 
からの距離 

隣地境界線 
からの距離 

130㎡未満 0.5ｍ － 

130 ㎡以上
200㎡未満 1.0ｍ 0.5ｍ 

200 ㎡以上
300㎡未満 1.5ｍ 1.0ｍ 

300 ㎡以上
500㎡未満 1.5ｍ 1.5ｍ 

500㎡以上 1.5ｍ 2.0ｍ 

2  建築物の敷地面積が300㎡未満の場合で

あってその敷地が2以上の道路に接してい

るときは、一の道路境界線（道路のすみ切

り部分における道路境界線を除く。以下こ

の項において同じ。）以外の道路境界線を

隣地境界線とみなして前項の規定を適用

する。 

3  第 1 項の規定は、次のいずれかに該当す

る建築物又は建築物の一部の外壁等の面

から道路境界線又は隣地境界線までの距

離については、適用しない。  

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以

下のもの  

(2) 物置その他これに類する用途に供し、

軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が5㎡以内のもの 

1  建築物（高さが 10ｍ以下の建築物に限

る。）の外壁等の面からの距離は、道路境

界線までの距離にあっては次表の左欄に

掲げる敷地面積の区分に応じそれぞれ同

表の中欄に掲げる距離以上、隣地境界線ま

での距離にあっては、次表の左欄に掲げる

敷地面積の区分に応じそれぞれ同表の

右欄に掲げる距離以上でなければなら

ない。 

敷地面積 
道路境界線 
からの距離 

隣地境界線 
からの距離 

130㎡未満 0.5ｍ － 

130 ㎡以上
200㎡未満 1.0ｍ 0.5ｍ 

200 ㎡以上
300㎡未満 1.5ｍ 1.0ｍ 

300 ㎡以上
500㎡未満 1.5ｍ 1.5ｍ 

500㎡以上 1.5ｍ 2.0ｍ 

2  建築物の敷地面積が300㎡未満の場合で

あってその敷地が2以上の道路に接してい

るときは、一の道路境界線（道路のすみ切

り部分における道路境界線を除く。以下こ

の項において同じ。）以外の道路境界線を

隣地境界線とみなして前項の規定を適用

する。 

3  建築物（高さが10ｍを超える建築物に限

る。）の外壁等の面からの距離は、道路境

界線までの距離にあっては次表の左欄に

掲げる敷地面積の区分に応じそれぞれ同

表の中欄に掲げる距離以上、隣地境界線ま

での距離にあっては次表の左欄に掲げる

敷地面積の区分に応じそれぞれ同表の右

欄に掲げる距離以上でなければならない。

敷地面積 
道路境界線 
からの距離 

隣地境界線 
からの距離 

500㎡未満 1.5ｍ 1.5ｍ 

500㎡以上 1.5ｍ 2.0ｍ 

4  第 1 項及び前項の規定は、次のいずれか

に該当する建築物又は建築物の一部の外

壁等の面から道路境界線又は隣地境界線

までの距離については、適用しない。  

(1) 外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以

下のもの  

(2) 物置その他これに類する用途に供し、

軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積の

合計が5㎡以内のもの 
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建築物の敷

地面積の最

低限度 

1  建築物の敷地面積は、130㎡以上でなければならない。  

2  この地区計画が決定された際現に建築物の敷地として使用されている土地で前項の規

定に適合するもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として使

用するならば同項の規定に適合することとなる土地を、この地区計画が決定された後初

めて 2 以上に分割して各土地をそれぞれ建築物の一の敷地として使用する場合において

は、同項の規定にかかわらず、各敷地の面積は、一の敷地にあっては 100 ㎡以上、他の

敷地にあっては130㎡以上でなければならない。 

3  第 1 項の規定は、次のいずれかに該当し、その土地の全部を建築物の一の敷地として

使用する場合においては、適用しない。  

(1) この地区計画が決定された際現に建築物の敷地として使用されている土地で第 1 項

の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地

として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地（以下「既存不適格土地」

という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部 

建築物の緑

化率の最低

限度 

敷地面積に対して5％以上とする。ただし、敷地面積が130㎡未満の建築物にあっては、

この限りでない。 

建築物等の

形態又は色

彩その他の

意匠の制限 

建築物の外壁及び屋根の色彩並びに屋外広告物については、住宅地として周辺の景観と

調和のとれた落ち着きのあるものとする。 

垣又はさく

の構造の制

限 

道路の面するところに垣又はさくを設ける場合は、住宅地としての景観に配慮したもの

とする。 

「区域及び地区の区分は計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区は、阪急武庫之荘駅から北西に約0.9ｋｍのところに位置する低層住宅地である。この地区は、

昭和 30 年代前半に民間開発された住宅地を含み、主として戸建住宅から成る良好な低層住宅地の住環

境の保全及び形成を図るため、平成22(2010)年に本計画を決定した。 

今回は、建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定について、土地利用更

新の実態に即するよう条件を補完する等、規定の合理化を図るため、本案のとおり変更するものである。
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低層住宅地区

市
道
守
部
友
行
線

武庫之荘本町
2丁目

武庫之荘3丁目

計画図 阪神間都市計画地区計画 

    武庫之荘5丁目地区地区計画 

武庫之荘5丁目

地区計画の区域 凡例 
地区の区分の境界 

30ｍ 

大

庄

友

行

線

武庫之荘4丁目

市道武庫1号路線

十七橋 

十六橋 

30ｍ 

沿道住宅地区
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画防災街区整備地区計画の変更(尼崎市決定) 

都市計画今福・杭瀬寺島地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名 称 今福・杭瀬寺島地区防災街区整備地区計画 

位 置 尼崎市今福2丁目及び杭瀬寺島1丁目の各全部 

面 積 約 12.9 ha 

地区計画の目標 当地区は、産業都市として発展してきた尼崎市の中でも、大規模工場に隣接する住宅

地区として、昭和初期に、十分な基盤整備を伴わないまま市街化が急速に進行したため、

道路が狭く木造住宅も密集し、地震や火災の時に大規模災害のおそれの大きい「密集市

街地」として指定されている。  

当地区の整備に当たっては、「高齢者がひとりでも暮らしやすいまち」、「若い人に

も住みよいまち」、「安全、安心に暮らせるまち」、「地区の歴史を大切にするまち」

を目標に、防災性の向上や快適な住環境の形成に取り組む。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の

方針 

1 地区全体の土地利用方針 

地区の安全性の向上を図るとともに、国道 2 号沿いであり、大阪市に近いという利

便性を活かして、土地利用の増進と住環境の向上を図り、魅力的な都市型住宅地を形

成する。 

2 土地利用の区分 

   住居地区：土地利用の増進と住環境の向上を図り、魅力的な都市型住宅地を形成

する。 

   近隣商業地区：近隣向けの商業・サービス機能と住宅の調和のとれた便利で快適な

市街地を形成する。 

地区防災施

設及び地区

施設の整備

の方針 

1 地区防災施設 

地区全体の安全性確保のため、災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活

動と延焼抑制などに資する既存道路を地区防災施設として位置付け、沿道建物の建替

え促進により、道路空間及び連続したオープンスペースを確保する。 

2 地区施設 

防災性の向上とともに、土地利用の増進及び住環境の向上を図るため、個別の建築

活動の積み重ねにより、道路空間及び連続したオープンスペースを確保し、区画道路

の改善を誘導する。 

建築物等の

整備の方針 

小規模な木造住宅等の建替えや不燃化を促進し、安全な建築物を整備する。 

宅地規模、建築物の形態、道路に面した部分の形態制限の合理化、建築物の防災性能

の強化などに留意して整備し、都市型住宅地にふさわしい健全で適正な居住水準を確保

する。 

  建築物の高さを整え、道路沿いのオープンスペースを連続させるとともに、道路空間

の環境に配慮し、まとまりある街並みを形成する。 

その他当該

区 域 の 整

備、開発及

び保全に関

する方針 

火災時の延焼防止、地球環境への配慮及び緑豊かで潤いのある市街地環境を形成する

ため、敷地内の緑化等に配慮することとする。 

壁面後退区域については、地域の防災性を高めるために、緊急自動車の通路及び避難

通路の確保を目的としていることから、工作物を設置しないこととするとともに、道路

との段差をなくすなど交通の妨げとならないようにすること。 
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地
区
防
災
施
設
の
区
域

種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 地区防災道路1号 約 4.0 ～ 5.4 ｍ 約 540 ｍ  

地区防災道路2号 約 4.0 ～ 8.0 ｍ 約 180 ｍ  

地区防災道路3号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約 130 ｍ  

地区防災道路4号 約 4.0 ｍ 約  60 ｍ  

地区防災道路5号 約 4.0 ～ 11.0 ｍ 約  90 ｍ  

地区防災道路6号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約  65 ｍ  

地区防災道路7号 約 4.0 ～ 5.4 ｍ 約 230 ｍ  

地区防災道路8号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約  50 ｍ  

地区防災道路9号 約 4.0 ｍ 約  90 ｍ  

地区防災道路10号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約  75 ｍ  

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

地区施設の

配置及び規

模 

区分 名称 幅員 延長 備考 

区画道路 区画道路1号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約 105 ｍ 

区画道路2号 約 4.0 ｍ 約 235 ｍ 

区画道路3号 約 4.0 ｍ 約 185 ｍ 

区画道路4号 約 4.0 ｍ 約 525 ｍ 

区画道路5号 約 4.0 ｍ 約  75 ｍ 

区画道路6号 約 4.0 ｍ 約 105 ｍ 

区画道路7号 約 4.0 ｍ 約  30 ｍ 

区画道路8号 約 4.0 ｍ 約  25 ｍ 

区画道路9号 約 4.0 ｍ 約  55 ｍ 

区画道路10号 約 4.0 ｍ 約  70 ｍ 

区画道路11号 約 4.0 ｍ 約 150 ｍ 

区画道路12号 約 4.0 ｍ 約  60 ｍ 

区画道路13号 約 4.0 ～ 5.4 ｍ 約  90 ｍ 

区画道路14号 約 4.0 ｍ 約 155 ｍ 
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防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

建築物等に

関する事項 

地区の
区分 

名称 住居地区 近隣商業地区 

面積 約 12.1 ha 約 0.8 ha 

建築物等の用
途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建
築してはならない。 
(1) 建築基準法（以下「法」とい
う。）別表第 2(に)項第 3 号に
掲げるボーリング場、スケート
場、水泳場その他これらに類す
る運動施設 

(2) 法別表第 2(に)項第 4 号に掲
げるホテル又は旅館 

(3) 法別表第 2(に)項第 5 号に掲
げる自動車教習所 

(4) 法別表第 2(に)項第 6 号に掲
げる床面積の合計が 15 ㎡を超
える畜舎 

次の各号に掲げる建築物は、建
築してはならない。 
(1) 法別表第 2(に)項第 3 号に掲
げるボーリング場、スケート
場、水泳場その他これらに類す
る運動施設 

(2) 法別表第 2(に)項第 4 号に掲
げるホテル又は旅館 

(3) 法別表第 2(に)項第 5 号に掲
げる自動車教習所 

(4) 法別表第 2(に)項第 6 号に掲
げる床面積の合計が 15 ㎡を超
える畜舎 

(5) 法別表第 2(ほ)項第 2 号に掲
げるマージャン屋、ぱちんこ
屋、射的場、勝馬投票券発売所、
場外車券売場その他これらに類
するもの 

(6) 法別表第 2(ほ)項第 3 号に掲
げるカラオケボックスその他こ
れに類するもの 

(7) 法別表第 2(へ)項第 3 号に掲
げる劇場、映画館、演芸場若しく
は観覧場又はナイトクラブその他
これに類する政令で定めるもの 

(8) 法別表第 2(へ)項第 4 号に掲
げる自動車車庫で床面積の合
計が 300 ㎡を超えるもの又は 3
階以上の部分にあるもの（建築
物に附属するもので建築基準
法施行令第 130 条の 8で定める
もの又は都市計画として決定さ
れたものを除く。） 

建築物の容積
率の最高限度 

1 建築物の容積率は、10分の 20
以下でなければならない。 

2 前項の規定は、法第 52 条第 14
項又は第59条の2第1項の規定に
基づく特定行政庁の許可を受けた
建築物については、適用しない。

1 建築物の容積率は、10分の30
以下でなければならない。 

2 前項の規定は、法第 52 条第 14
項又は第59条の2第1項の規定に
基づく特定行政庁の許可を受けた
建築物については、適用しない。

建築物等の高
さの最高限度 

1 建築物の高さは、12 ｍ（その
敷地が地区防災道路 1 号から 6
号までに 2 ｍ以上接する建築物
にあっては、18 ｍ）以下でなけ
ればならない。 

2 建築物の軒の高さは、10 ｍ（そ
の敷地が地区防災道路1号から6
号までに 2 ｍ以上接する建築物
にあっては、15 ｍ）以下でなけ
ればならない。 

3 前 2項の規定は、法第59条の
2 第 1 項の規定に基づく特定行
政庁の許可を受けた建築物につ
いては、適用しない。 

1 建築物（その敷地が国道2号に
2ｍ以上接する建築物を除く。）
の高さは、18 ｍ以下でなければ
ならない。 
2 建築物（その敷地が国道2号に
2ｍ以上接する建築物を除く。）
の軒の高さは、15 ｍ以下でなけ
ればならない。 

3 前 2項の規定は、法第59条の
2 第 1 項の規定に基づく特定行
政庁の許可を受けた建築物につ
いては、適用しない。 
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防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

建築物等に
関する事項 

建築物の敷地面
積の最低限度 

建築物の敷地面積は 70 ㎡以上でなければならない。ただし、次の
各号のいずれかに該当し、その土地の全部を建築物の一の敷地として
使用する場合は、この規定を適用しない。 
(1) この地区計画が決定された際現に建築物の敷地として使用されてい

る土地で 70 ㎡に満たないもの又は現に存する所有権その他の権利に基

づいて建築物の敷地として使用するならば 70 ㎡に満たないこととなる

土地（以下「既存不適格土地」という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部

壁面の位置の
制限 

1 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、バルコニー等又は建築物
に附属する門若しくは塀で地盤面上2 ｍを超えるもの(以下「外壁
等」という。)の面から道路境界線までの距離は、0.5 ｍ以上でなけ
ればならない。ただし、法第42条第3項による水平距離の指定を受
けた道路の道路境界線までの距離にあっては、0.3 ｍ以上でなけれ
ばならない。 

2 前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が 3 ｍ以下
で、かつ、地盤面上2.5 ｍを超える部分については、適用しない。 

建築物の構造
に関する防火
上必要な制限 

建築物の構造は、法第 53 条第 3 項第 1 号に規定する耐火建築物等
又は準耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれ
かに該当するものは、この限りでない。 
(1) 延べ面積が 50 ㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏
が防火構造のもの 

(2) 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の
発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材
料で造られたものその他これに類する構造のもの 

(3) 高さ 2 ｍを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの
(4) 高さ 2 ｍ以下の門又は塀 

壁面後退区域
における工作物
の設置の制限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と、道路境界線との間
の土地の区域については、門若しくは塀、庇、軒、出窓、バルコニー
又は屋外階段等を設置してはならない。ただし、地盤面上2.5 ｍを超
える部分については、この限りでない。 

「区域、地区の区分、地区防災施設の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区は阪神杭瀬駅から東へ 0.5ｋｍの位置にあり、南側に国道 2号が走り、東側は工場及び左門

殿川を挟んで大阪市と接しており、戦前からの工場労働者の住宅地として市街化が進んだ地区である。

現在も、戦前に建設された家屋や狭あい道路も多く残り、災害等に対する危険性を看過できなくなっ

ているため、防災性の向上や快適な住環境の形成を図ることを目的に、平成23(2011)年に本計画を決

定した。 

今回は、(1)建築基準法改正（平成 30(2018)年 6月）に伴う建築物の構造に関する防火上必要な制

限に係る引用条文の表記等の変更、(2) 建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除

外規定の合理化のため、本案のとおり改めるものである。 
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画防災街区整備地区計画の変更（尼崎市決定） 

都市計画潮江地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名 称 潮江地区防災街区整備地区計画 

位 置 尼崎市潮江一丁目、潮江二丁目、潮江三丁目、下坂部一丁目及び浜三丁目の各一部 

面 積 約 24.6 ha 

地区計画の目標 当地区は、ＪＲ尼崎駅の北側で開発整備が進められた地区の更に北側に位置し、交通至

便な住宅地として早くから市街化が進み、低層住宅を中心とした利便性の高い住宅地とな

っている。しかし、高度成長期にかけて、十分な基盤整備を伴わないまま市街化が急速に

進行したため、道路が狭く木造住宅も密集し、地震や火災の時に大規模災害のおそれの大

きい「密集市街地」として指定されている。 

 当地区の整備に当たっては、『安全・安心・快適に住み続けられるまちづくり』の実現

に向けて、「防災性の向上」、「快適な住環境の形成」、「安心のコミュニティづくり」

を目標とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の

方針 

1 地区全体の土地利用方針 

地区の安全性の向上を図るとともに、ＪＲ尼崎駅に近い利便性を活かして、土地利用の

増進と住環境の向上を図り、魅力的な都市型住宅地を形成する。 

2 土地利用の区分 

 住居地区：土地利用の増進と住環境の向上を図り、魅力的な都市型住宅地を形成する。

 近隣商業地区：近隣向けの商業・サービス機能と住宅の調和のとれた便利で快適な市  

街地を形成する。 

地区防災施

設及び地区

施設の整備

の方針 

1 地区防災施設 

地区全体の安全性確保のため、災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活動と

延焼抑制などに資する既存道路を地区防災施設として位置付け、沿道建物の建替え促進に

より、道路空間及び連続したオープンスペースを確保する。 

2 地区施設 

防災性の向上とともに、土地利用の増進及び住環境の向上を図るため、地区防災施設に

よる道路ネットワークを主に補完する既存道路を主要道路とし、個別の建築活動の積み重

ねにより、道路空間及び連続したオープンスペースを確保し、区画道路の改善を誘導する。

建築物等の

整備の方針 

小規模な木造住宅等の建替えや不燃化を促進し、安全な建築物を整備する。 

宅地規模、建築物の形態、道路に面した部分の形態制限の合理化、建築物の防災性能の

強化などに留意して整備し、都市型住宅地にふさわしい健全で適正な居住水準を確保する。

建築物の高さを整え、道路沿いのオープンスペースを連続させるとともに、道路空間の

環境に配慮し、まとまりある街並みを形成する。 

その他当該区

域の整備、開

発及び保全に

関する方針 

火災時の延焼防止、地球環境への配慮及び緑豊かで潤いのある市街地環境を形成するた

め、敷地内の緑化等に配慮することとする。 

壁面後退区域については、地域の防災性を高めるために、緊急自動車の通路及び避難通

路の確保を目的としていることから、工作物を設置しないこととするとともに、道路との

段差をなくすなど交通の妨げとならないようにすること。 
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地
区
防
災
施
設
の
区
域

種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 地区防災道路1号 約 5.5 ｍ 約 427 ｍ 

地区防災道路2号 約 5.5 ｍ 約 240 ｍ 

地区防災道路3号 約 10.5 ～14.5 ｍ 約 128 ｍ 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

地区施設の

配置及び規

模 

区分 名称 幅員 延長 備考 

主要道路 主要道路1号 約 4.0 ～4.8 ｍ 約 313 ｍ 

主要道路2号 約 4.0 ～ 8.4 ｍ 約 340 ｍ 

  主要道路3号 約 4.0 ｍ 約 245 ｍ 

 主要道路及び水路 主要道路4号 約 4.0 ～ 6.2 ｍ 約 138 ｍ 

 区画道路 区画道路1号 約 4.0 ～ 4.5 ｍ 約 215 ｍ 

  区画道路2号 約 4.0 ｍ 約 222 ｍ 

  区画道路3号 約 4.0 ｍ 約 39 ｍ 

  区画道路4号 約 4.0 ｍ 約 126 ｍ 

  区画道路5号 約 4.0 ～ 4.5 ｍ 約 83 ｍ 

  区画道路6号 約 4.0 ～ 4.5 ｍ 約 123 ｍ 

  区画道路7号 約 4.0 ～ 4.7 ｍ 約 126 ｍ 

   区画道路8号 約 4.7 ｍ 約 128 ｍ 

   区画道路9号 約 4.0 ｍ 約 178 ｍ 

   区画道路10号 約 4.0 ｍ 約 160 ｍ 

   区画道路11号 約 4.0 ｍ 約 182 ｍ 

   区画道路12号 約 4.0 ～ 4.5 ｍ 約 84 ｍ 

   区画道路13号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約 26 ｍ 

   区画道路14号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約 51 ｍ 

   区画道路15号 約 4.0 ｍ 約 60 ｍ 

   区画道路16号 約 4.0 ｍ 約 34 ｍ 

   区画道路17号 約 4.0 ｍ 約 68 ｍ 
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建築物等

に関する

事項 

地区の

区分 

名称 住居地区 近隣商業地区 

面積 約 21.4 ha 約 3.2 ha 

建築物等の用

途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

(1) 建築基準法（以下「法」という。）

別表第2(に)項第3号に掲げるボ

ーリング場、スケート場、水泳場

その他これらに類する運動施設 

(2) 法別表第2(に)項第4号に掲げ

るホテル又は旅館 

(3) 法別表第2(に)項第5号に掲げ

る自動車教習所 

(4) 法別表第2(に)項第6号に掲げ

る床面積の合計が15 ㎡を超える

畜舎 

次の各号に掲げる建築物は、建築

してはならない。 

(1) 法別表第 2(に)項第 5 号に掲げ

る自動車教習所 

(2) 法別表第 2(に)項第 6 号に掲げ

る床面積の合計が 15 ㎡を超える

畜舎 

(3) 法別表第 2(ほ)項第 2 号に掲げ

るマージャン屋、ぱちんこ屋、射

的場、勝馬投票券発売所、場外車

券売場その他これらに類するもの 

(4) 法別表第 2(へ)項第 5 号に掲げ

る倉庫業を営む倉庫 

建築物の容積

率の最高限度 

1 建築物の容積率は、10 分の 20

以下でなければならない。 

2 前項の規定は、法第 52 条第 14

項又は第59条の2第1項の規定に

基づく特定行政庁の許可を受けた

建築物については、適用しない。 

1 建築物の容積率は、10分の 30（容

積率が10分の40と定められている

地域にあっては、10分の 40）以下

でなければならない。 

2 前項の規定は、法第 52 条第 14

項又は第59条の 2第 1項の規定に

基づく特定行政庁の許可を受けた

建築物については、適用しない。 

建築物等の高

さの最高限度 

1 建築物の高さは、10 ｍ（敷地面

積が 10,000 ㎡以上である建築物

にあっては、18 ｍ）以下でなけれ

ばならない。 

2 前項の規定にかかわらず建築物

（その敷地が計画図に示す「道路

Ａ」に2 ｍ以上接する建築物に限

る。）の高さは、18 ｍ（敷地面積

が 1,000 ㎡以上である建築物に

あっては、24 ｍ）以下でなければ

ならない。 

3 前 2項の規定は、法第59条の2

第 1 項の規定に基づく特定行政庁

の許可を受けた建築物について

は、適用しない。 

1 建築物の高さは、15 ｍ（敷地面

積が 10,000 ㎡以上である建築物に

あっては、18 ｍ）以下でなければ

ならない。 

2 前項の規定にかかわらず建築物

（その敷地が計画図に示す「道路

Ａ」に 2ｍ以上接する建築物に限

る。）の高さは、18 ｍ（敷地面積

が 1,000 ㎡以上である建築物にあ

っては、24 ｍ）以下でなければな

らない。 

3 前 2 項の規定は、法第 59 条の 2

第 1 項の規定に基づく特定行政庁

の許可を受けた建築物については、

適用しない。 
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建築物等

に関する

事項 

壁面の位置の

制限 

1 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、バルコニー等又は建築物に附属

する門若しくは塀で地盤面上2 ｍを超えるもの（以下「外壁等」という。）

の面から道路境界線までの距離は、0.5 ｍ以上でなければならない。ただ

し、次の各号に掲げる場合にあっては、当該号の定めるところによる。 

(1) 建築物の外壁等の面から法第42条第 3項による水平距離の指定を受

けた道路の道路境界線までの距離は、0.3 ｍ以上でなければならない。

(2) 建築物（その敷地が主要道路1号から3号までに接する建築物に限

る。）の外壁等の面からの距離は、当該道路の道路境界線までにあって

は0.5 ｍ以上、当該道路の道路中心線までにあっては3 ｍ以上でなけ

ればならない。 

(3) 建築物（その敷地が主要道路4号に接する建築物に限る。）の外壁等

の面から当該道路の道路境界線及び水路境界線までの距離は、0.5 ｍ以

上でなければならない。 

2 前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3 ｍ以下で、

かつ、地盤面上2.5 ｍを超える部分については、適用しない。 

3 建築物の外壁等で地盤面上10 ｍを超える部分の面から道路境界線ま

での距離は、2 ｍ以上でなければならない。 

 建築物の敷地

面積の最低限

度 

建築物の敷地面積は70 ㎡以上でなければならない。ただし、次の各号

のいずれかに該当し、その土地の全部を建築物の一の敷地として使用する

場合は、この規定を適用しない。 
(1) この地区計画が決定された際現に建築物の敷地として使用されている土

地で70㎡に満たないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建

築物の敷地として使用するならば70㎡に満たないこととなる土地（以下「既

存不適格土地」という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部

 建築物の構造

に関する防火

上必要な制限 

建築物の構造は、法第 53 条第 3 項第 1 号に規定する耐火建築物等又は

準耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該

当するものは、この限りでない。 

(1) 延べ面積が 50 ㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防

火構造のもの 

(2) 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生

のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造ら

れたものその他これに類する構造のもの 

(3) 高さ 2 ｍを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 

(4) 高さ 2 ｍ以下の門又は塀 

壁面後退区域

における工作

物の設置の制

限 

壁面の位置の制限として定められた限度の線と、道路境界線との間の土

地の区域については、門若しくは塀、庇、軒、出窓、バルコニー又は屋外

階段等を設置してはならない。ただし、地盤面上2.5 ｍを超える部分につ

いては、この限りでない。 

垣又はさくの

構造の制限 

道路に面して、垣又はさくを設ける場合は、生け垣やフェンスと植栽の

組み合わせなどにするように努める。 

「区域、地区の区分、地区防災施設の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区はＪＲ尼崎駅の北側の市街地再開発事業及び土地区画整理事業の施行区域の北側に位置してお

り、大正期から企業の進出があり、工場労働者の住宅地として市街化が進んだ地区である。現在も、戦前

に建設された家屋や狭あい道路も多く残り、災害等に対する危険性を看過できなくなっているため、防災

性の向上や快適な住環境の形成を図ることを目的に、平成23(2011)年に本計画を決定した。

今回は、(1)建築基準法改正（平成30(2018)年 6月）に伴う建築物の構造に関する防火上必要な制限に

係る引用条文の表記等の変更、(2) 建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定の

合理化のため、本案のとおり改めるものである。
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画防災街区整備地区計画の変更(尼崎市決定) 

都市計画浜地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名 称 浜地区防災街区整備地区計画 

位 置 尼崎市浜三丁目、次屋一丁目及び潮江二丁目の各一部 

面 積 約 9.1 ha 

地区計画の目標 当地区は、戦前の旧村落から発展したまちである。十分な基盤整備を伴わないまま

市街化が急速に進行したため、道路が狭く木造住宅も密集し、地震や火災の時に大規

模災害のおそれの大きい「密集市街地」として指定されている。 

当地区の整備に当たっては、『浜・次屋の地域の良さを活かした、安全・安心まち

づくり』の実現に向けて、「災害に強い安全・安心なまち」、「若者も住みやすい親

しみのあるどこにでもある穏やかなまち」を目標に、防災性の向上や快適な住環境の

形成に取り組む。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の方針 地区の安全性の向上を図るとともに、ＪＲ尼崎駅に近い利便性を活かして、土地利

用の増進と住環境の向上を図り、魅力的な都市型住宅地を形成する。 

地区防災施設及

び地区施設の整

備の方針 

1  地区防災施設 

地区全体の安全性確保のため、災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災

活動と延焼抑制などに資する既存道路を地区防災施設として位置付け、沿道建物の

建替え促進により、道路空間及び連続したオープンスペースを確保する。 

2  地区施設 

防災性の向上とともに、土地利用の増進及び住環境の向上を図るため、個別の建

築活動の積み重ねにより、道路空間及び連続したオープンスペースを確保し、区画

道路の改善を誘導する。 

建築物等の整備

の方針 

小規模な木造住宅等の建替えや不燃化を促進し、安全な建築物を整備する。 

宅地規模、建築物の形態、道路に面した部分の形態制限の合理化、建築物の防災性

能の強化などに留意して整備し、都市型住宅地にふさわしい健全で適正な居住水準を

確保する。 

建築物の高さを整え、道路沿いのオープンスペースを連続させるとともに、道路空

間の環境に配慮し、まとまりある街並みを形成する。 

その他当該区域

の整備、開発及

び保全に関する

方針 

火災時の延焼防止、地球環境への配慮及び緑豊かで潤いのある市街地環境を形成す

るため、敷地内の緑化等に配慮することとする。 

壁面後退区域については、地域の防災性を高めるために、緊急自動車の通路及び避

難通路の確保を目的としていることから、工作物を設置しないこととするとともに、

道路との段差をなくすなど交通の妨げとならないようにすること。 
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地
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防
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施
設
の
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種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 地区防災道路1号 約 6.0 ～ 7.5 ｍ 約 529 ｍ 

地区防災道路2号 約 4.6 ～ 10.4 ｍ 約 225 ｍ 

地区防災道路3号 約 5.0 ｍ 約  83 ｍ 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

地区施設の
配置及び規
模 

区分 名称 幅員  延長 備考 

区画道路 区画道路1号 約 4.0 ｍ 約 125 ｍ 

 区画道路2号 約 4.0 ｍ 約 125 ｍ 

 区画道路3号 約 6.2 ～ 9.1 ｍ 約 140 ｍ 

  区画道路4号 約 4.0 ｍ 約 110 ｍ 

  区画道路5号 約 4.0 ～ 4.5 ｍ 約 195 ｍ 

  区画道路6号 約 4.0 ｍ 約  40 ｍ 

  区画道路7号 約 4.0 ｍ 約 270 ｍ 

  区画道路8号 約 4.0 ～ 5.0 ｍ 約 100 ｍ 

  区画道路9号 約 4.0 ｍ 約 115 ｍ 

  区画道路10号 約 8.0 ｍ 約  60 ｍ 

  区画道路11号 約 4.0 ｍ 約 120 ｍ 

  区画道路12号 約 4.0 ｍ 約 120 ｍ 

  区画道路13号 約 4.0 ～ 6.0 ｍ 約 145 ｍ 

  区画道路14号 約 4.0 ｍ 約  64 ｍ 

  区画道路15号 約 4.0 ｍ 約 125 ｍ 

  区画道路16号 約 4.0 ｍ 約 142 ｍ 

  区画道路17号 約 4.0 ｍ 約  73 ｍ 

  区画道路18号 約 4.0 ｍ 約 151 ｍ 

  区画道路19号 約 4.0 ｍ 約  59 ｍ 

建築物等に

関する事項 

建築物等の

用途の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 建築基準法（以下「法」という。）別表第2(に)項第3号に掲げるボー

リング場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

(2) 法別表第2(に)項第4号に掲げるホテル又は旅館 

(3) 法別表第2(に)項第5号に掲げる自動車教習所 

(4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる床面積の合計が15 ㎡を超える畜舎 

(5) 自動車車庫（建築物に附属する自動車車庫を除く。）で床面積の合計が

300 ㎡を超えるもの又は2階以上の部分にあるもの 

(6) 建築物に附属する自動車車庫で2階以上の部分にあるもの 

(7) 法別表第2(ほ)項各号に掲げるもの（第2種住居地域及び近隣商業地域

に限る。） 

建築物の容

積率の最高

限度 

1 建築物の容積率は、10分の 20（容積率が10分の40と定められている地

域にあっては、10分の40）以下でなければならない。 

2 前項の規定は、法第52条第14項又は第59条の2第 1項の規定に基づく

特定行政庁の許可を受けた建築物については、適用しない。 
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建築物等に

関する事項 

建築物等の

高さの最高

限度 

1 建築物の高さは、12 ｍ（その敷地が地区防災道路1号から3号までに2
ｍ以上接する建築物にあっては、18 ｍ)以下でなければならない。 

2 建築物の軒の高さは、10 ｍ（その敷地が地区防災道路1号から3号まで
に2 ｍ以上接する建築物にあっては、15 ｍ）以下でなければならない。 
3 前 2項の規定は、消防署その他これに類する建築物又は法第59条の 2第
1項の規定に基づく特定行政庁の許可を受けた建築物については、適用しない。

建築物の敷

地面積の最

低限度 

建築物の敷地面積は 70 ㎡以上でなければならない。ただし、次の各号の
いずれかに該当し、その土地の全部を建築物の一の敷地として使用する場合
は、この規定を適用しない。 
(1) この地区計画が決定された際現に建築物の敷地として使用されている土地

で70㎡に満たないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物

の敷地として使用するならば70㎡に満たないこととなる土地（以下「既存不

適格土地」という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部

壁面の位置

の制限 

1 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、バルコニー等又は建築物に附属
する門若しくは塀で地盤面上2 ｍを超えるもの（以下「外壁等」という。）
の面から道路境界線までの距離は、0.5 ｍ以上でなければならない。ただ
し、法第42条第3項による水平距離の指定を受けた道路の道路境界線まで
の距離にあっては、0.3 ｍ以上でなければならない。 
2 前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3 ｍ以下で、か
つ、地盤面上2.5 ｍを超える部分については、適用しない。 
3 道路の見通しの空間として、内角 120 度以下の 2 つの道路によってでき
た角敷地の建築物の外壁等は、当該 2 つの道路によってできた角を頂点と
する長さ 2 ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えて建築し
てはならない。 
4 前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3 ｍ以下で、か
つ、地盤面上3.8 ｍを超える部分については、適用しない。 

 建築物の構

造に関する

防火上の制限 

建築物の構造は、法第 53条第 3項第 1号に規定する耐火建築物等又は準
耐火建築物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当す
るものは、この限りでない。 
(1) 延べ面積が 50 ㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火

構造のもの 
(2) 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生の
おそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られた
ものその他これに類する構造のもの 

(3) 高さ 2 ｍを超える門又は塀で不燃材料で造り、又は覆われたもの 
(4) 高さ 2 ｍ以下の門又は塀 

壁面後退区

域における

工作物の設

置の制限 

1 壁面の位置の制限として定められた限度の線と、道路境界線との間の土
地の区域については、門若しくは塀、庇、軒、出窓、バルコニー又は屋外
階段等を設置してはならない。ただし、地盤面上 2.5 ｍを超える部分につ
いては、この限りでない。 
2 道路の見通し空間として確保された区域については、門若しくは塀、庇、
軒、出窓、バルコニー又は屋外階段等を設置してはならない。ただし、地
盤面上3.8 ｍを超える部分については、この限りでない。 

「区域、地区防災施設の区域及び地区施設の配置については計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区はＪＲ尼崎駅の北側の市街地再開発事業の施行区域の東側に位置しており、戦前から住宅地とし

て市街化が進んだ地区である。現在も、戦前に建設された家屋や狭あい道路も多く残り、災害等に対する

危険性を看過できなくなっているため、防災性の向上や快適な住環境の形成を図ることを目的に、平成

23(2011)年に本計画を決定した。 

今回は、(1)建築基準法改正（平成30(2018)年 6月）に伴う建築物の構造に関する防火上の制限に係る引用

条文の表記等の変更、(2) 建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除外規定の合理化の

ため、本案のとおり改めるものである。  
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画防災街区整備地区計画の変更（尼崎市決定） 

都市計画戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名 称 戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画 

位 置 尼崎市戸ノ内町1丁目、2丁目及び3丁目の各一部 

面 積 約 14.6 ha 

地区計画の目標 阪神・淡路大震災により被災し、まちづくりが行われている当地区は、旧村落から発

展したまちであるため、既存道路は道幅が狭く緊急自動車の通れない箇所が多いほか、

住宅の密集度合いも高く、地震や火災の時に大規模災害発生のおそれの大きい密集市街

地である。 

当地区では、戸ノ内町北地区まちづくり協議会が、平成9年に決定したまちづくり

提案に掲げる｢災害に強く、お年寄りや障がい者、若者、子供たちが安心･快適に暮ら

せるまち｣の実現に向けて、「遅れた都市機能の回復」、「災害､特に火災に強い安全な

まち」、「若者が住みつく魅力ある美しいまち」を目標としてまちづくりに取り組んで

きた。 

本地区計画により、さらなる防災性の向上や快適な住環境の形成を目指して、まちづ

くりに取り組むものとする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用の

方針 

1  地区全体の土地利用方針 

山手幹線沿道であり、かつ、周辺の主要都市部とも近いという利便性を活かして、

地区外からの転入者による新たな土地利活用の促進、中層と低層の建築物が調和した

住宅地の形成を目指す。 

2  土地利用の区分 

ゆとりある戸建住宅を中心とした住宅Ａ地区と、昔ながらの古い街並みが残る住宅

Ｂ地区においては、中低層の住宅を中心とした住宅地として、地区の安全性の向上と

ともに、魅力的な居住機能の充実や調和を図る。 

山手幹線沿道地区においては、中層と低層の建築物が調和した住宅地の形成を目指

して、魅力的な居住機能の充実や調和を図る。 

地区防災施

設及び地区

施設の整備

の方針 

1  地区防災施設 

地区全体の安全性確保のため、災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活

動と延焼抑制などに資する既存道路を地区防災施設として位置付け、道路空間及び連

続したオープンスペースを確保する。 

2 地区施設 

防災性の向上とともに、土地利活用の促進及び住環境の向上を図るため、地区防災

施設による道路ネットワークを主に補完する既存道路を主要道路とし、歩行者、自転

車、自家用車、緊急自動車･宅配車、入浴サービス車などが円滑に通行できるようにす

る。また、火災時の延焼抑制性能及び災害時の消防活動や避難路としての機能と、住

宅等の建替えが有効に行えるような幅員を確保する。 

個別の建築活動の積み重ねにより、道路空間及び連続したオープンスペースを確保

し、区画道路の改善を誘導する。 

公園については、災害時の避難・救援・初期消火等の身近な防災拠点とし、耐震性

防火水槽を設置する。また、日常的な地区住民の憩いの場、身近に緑と触れ合うこと

のできる空間として整備する。 
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建築物等の

整備の方針 

住宅Ａ地区及び住宅Ｂ地区は、中層と低層の建築物が調和した住宅地を形成するため

に、建築物等の高さの最高限度及び形態又は意匠の制限等を定める。 

山手幹線沿道地区は、延焼遮断帯としての機能を確保しつつ、住宅Ａ地区及び住宅Ｂ

地区との調和を図るために、建築物等の高さの最高限度を住宅Ａ地区及び住宅Ｂ地区よ

りも緩和するほか、建築物等の形態又は意匠の制限を定める。 

また、全地区において火災に強い安全なまちを目指して、建築物の構造に関する防火

上の制限を強化する。 

その他当該

区域の整備、

開発及び保

全に関する

方針 

火災時の延焼抑制、地球環境への配慮及び緑豊かで潤いのある市街地環境を形成する

ため、敷地内の緑化等に配慮することとする。 

壁面後退区域については、地域の防災性を高めるために、緊急自動車の通路及び避難

通路の確保を目的としていることから、工作物を設置しないこととするとともに、道路

との段差をなくすなど交通の妨げとならないようにする。 

地
区
防
災
施
設
の
区
域

種類 名称 幅員 延長 備考 

道路 堤防道路東1号線 約  6 ｍ 約 150 ｍ

堤防道路東2号線 約  6 ｍ 約 470 ｍ

堤防道路西線 約12 ｍ 約  85 ｍ

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

地区施設の

配置及び規

模 

区分 名称 幅員 延長 備考 

主要道路 殿ノ内2号線 約5 ｍ 約 130 ｍ

宮前線 約 5 ｍ 約 200 ｍ  

南北 1号線 約 5 ｍ 約 160 ｍ  

南北 2号線 約 5 ｍ 約 360 ｍ  

東西線 約 5 ｍ 約 250 ｍ  

区画道路 北ノ町3号線 約4 ｍ 約  80 ｍ

北東町1号線 約 4 ｍ 約  90 ｍ  

南ノ町1号線 約 4 ｍ 約 260 ｍ  

公園 名称 面積   

椋橋公園 約  80㎡   

南の町公園 約 460㎡   



11-4 

防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の

区分 

名称 住宅Ａ地区 住宅Ｂ地区 山手幹線沿道地区 

面積 約 3.7 ha 約 8.6 ha 約 2.3 ha 

建築物等の用途

の制限 

次の各号に掲げる建築物は、建築してはならない。 

(1) 建築基準法（以下「法」という。）別表第2(に)項第3号に掲げるボーリング

場、スケート場、水泳場その他これらに類する運動施設 

(2) 法別表第2(に)項第4号に掲げるホテル又は旅館 

(3) 法別表第2(に)項第5号に掲げる自動車教習所 

(4) 法別表第2(に)項第6号に掲げる床面積の合計が15㎡を超える畜舎 

建築物の容積率

の最高限度 

1  建築物の容積率は、10分の20以下でなければならない。 

2  前項の規定は、法第52条第14項又は第59条の2第1項の規定に基づく特定行政庁

の許可を受けた建築物については、適用しない。 

建築物等の高さ

の最高限度 

1  建築物の高さは、12ｍ以下で、かつ、軒の高さは

10ｍ以下でなければならない。 

2  前項の規定は、法第59条の2第1項の規定に基づく

特定行政庁の許可を受けた建築物については、適用

しない。 

1  建築物の高さは、25ｍ以

下でなければならない。 

2  前項の規定は、法第59条

の2第1項の規定に基づく特

定行政庁の許可を受けた建

築物については、適用しな

い。 

建築物の敷地面

積の最低限度 

建築物の敷地面積は85㎡以上

でなければならない。ただし、

次の各号のいずれかに該当し、

その土地の全部を建築物の一の

敷地として使用する場合は、こ

の規定を適用しない。 

(1) この地区計画が決定され

た際現に建築物の敷地とし

て使用されている土地で

85 ㎡に満たないもの又は

現に存する所有権その他の

権利に基づいて建築物の敷

地として使用するならば

85 ㎡に満たないこととな

る土地（以下「既存不適格

土地」という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及

びこれに隣接する土地の全

部又は一部 

建築物の敷地面積は70㎡以上でなければならな

い。ただし、次の各号のいずれかに該当し、その

土地の全部を建築物の一の敷地として使用する場

合は、この規定を適用しない。 

(1) この地区計画が決定された際現に建築物の敷

地として使用されている土地で70㎡に満たない

もの又は現に存する所有権その他の権利に基づ

いて建築物の敷地として使用するならば70㎡に

満たないこととなる土地（以下「既存不適格土

地」という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土

地の全部又は一部 
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防
災
街
区
整
備
地
区
整
備
計
画

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

壁面の位置の 

制限 

1  建築物の外壁又はこれに代わる柱、バルコニー等の面から主要道路の道路境界

線（以下「主要道路境界線」という。）までの距離は、地盤面上2.5ｍ以下にあ

る建築物の部分に限り、0.5ｍ以上でなければならない。 

2  前項の規定は、次のいずれかに該当する建築物又は建築物の一部の外壁又はこ

れに代わる柱、バルコニー等の面から主要道路境界線までの距離については、適

用しない。 

(1) 外壁又はこれに代わる柱、バルコニー等の中心線の長さの合計が3ｍ以下のもの 

(2) 物置その他これに類する用途に供し、軒の高さが2.3ｍ以下で、かつ、床面積

の合計が5㎡以内のもの 

3  建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、バルコニー等又は建築物に附属する門

若しくは塀で地盤面上2ｍを超えるもの（以下「外壁等」という。）の面から区

画道路の道路境界線（以下「区画道路境界線」という。）までの距離は、0.5ｍ

以上でなければならない。 

4  前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が3ｍ以下で、かつ、地

盤面上2.5ｍを超える部分については、適用しない。 

建築物の構造に

関する防火上必

要な制限 

建築物の構造は、法第53条第3項第1号に規定する耐火建築物等又は準耐火建築

物等としなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、こ

の限りでない。 

(1) 延べ面積が50㎡以内の平家建ての附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造のもの

(2) 卸売市場の上家、機械製作工場その他これらと同等以上に火災の発生のおそ

れが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたものその他

これに類する構造のもの 

(3) 高さ2ｍを超える門又は塀で、不燃材料で造り、又は覆われたもの 

(4) 高さ2ｍ以下の門又は塀 

壁面後退区域に

おける工作物の

設置の制限 

その敷地が区画道路に接する建築物の壁面の位置の制限として定められた限度

の線と、区画道路境界線との間の土地の区域については、門若しくは塀、庇、軒、

出窓、バルコニー又は屋外階段等を設置してはならない。ただし、地盤面上2.5ｍ

を超える部分については、この限りでない。 

垣又はさくの 

構造の制限 

道路に対して垣又はさくを設ける場合は、生け垣や透視可能なフェンス、化粧

ブロック塀等、周辺のまちなみ景観との調和に配慮するよう努める。 

建築物等の形

態又は色彩そ

の他の意匠の

制限 

建築物の外壁及びこれにかわる柱、屋根などの形態･意匠・色彩などについては、

周辺環境との調和を図るなどまちなみ景観に配慮するように努める。 

「区域、地区の区分、地区防災施設の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区は、平成 7 年 1 月の阪神･淡路大震災により旧猪名川、神崎川沿いで地盤の液状化や地盤沈

下が発生し、倒壊や傾斜により全壊、半壊の家屋が出たほか、道路やライフラインにも大きな被害が

生じた。また、旧村落から発展したまちであるため、既存道路は幅員が狭く消防車両等の通れない箇

所が多いほか、住宅の密集度合いも高く、地震や火災時に大規模災害発生のおそれがある地区である。 

このため、戸ノ内町北地区では、「災害に強く、お年寄りや障がい者、若者、子供たちが安心･快適

に暮らせるまち」の実現に向け、平成 16(2004)年に地区計画を策定し、平成 22(2010)年には一部区

域の追加拡大を行い、継続的な取組がなされる中、地区全域におけるまちづくりに対する機運が高ま

り、区域の拡大に併せ更なる防災性の向上や住環境の形成を目指し、平成24(2012)年に従前の地区計

画の廃止及び本計画の決定を行った。 

今回は、(1)建築基準法改正（平成 30(2018)年 6月）に伴う建築物の構造に関する防火上必要な制

限に係る引用条文の表記等の変更、(2) 建築物の敷地面積の最低限度に係る既存不適格土地の適用除

外規定の合理化のため、本案のとおり改めるものである。  
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計画図 阪神間都市計画防災街区整備地区計画 

     戸ノ内町北地区防災街区整備地区計画 
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計 画 書（案） 

阪神間都市計画防災街区整備地区計画の変更（尼崎市決定） 

都市計画下坂部川出地区防災街区整備地区計画を次のように変更する。 

名       称 下坂部川出地区防災街区整備地区計画 

位       置 尼崎市下坂部 1丁目、久々知 3丁目及び潮江 3丁目の各一部 

面       積 約 3.1 ha 

 地区計画の目標 当地区は、ＪＲ尼崎駅の北部に位置し、早くから低層住宅を中心とした住宅地が形成

された。しかし、高度成長期にかけて、十分な基盤整備を伴わないまま市街化が急速に

進行したため、道路が狭く木造住宅も密集し、地震や火災の時に大規模災害のおそれの

大きい「密集市街地」として指定されている。 

当地区の整備に当たっては、『安全・安心で住みよいまちづくり』の実現に向けて、

防災性の向上や快適な住環境の形成を目標とする。 

区
域
の
整
備
、
開
発
及
び
保
全
に
関
す
る
方
針

土地利用

の方針 

1 地区全体の土地利用方針 

地区の安全性の向上及び住宅地と商業地の調和を図るとともに土地利用の増進及び

住環境の向上を図る。 

2 土地利用の区分 

住居地区：住環境の維持及び防災環境の向上を図り、良好な住宅地を形成する。 

近隣商業地区：住居地区と調和した近隣向け商業・サービス機能と、災害時の地区内

外を結ぶ主要な防災機能を確保し、地区全体の軸を形成する。 

地区防災

施設及び

地区施設

の整備の

方針 

1 地区防災施設 

地区全体の安全性確保のため、災害時における円滑な避難、消防、救護等の防災活

動と延焼抑制などに資する既存道路を地区防災施設として位置付け、沿道建物の建替

え促進により、道路空間及び連続したオープンスペースを確保する。 

2 地区施設 

  防災性の向上とともに、土地利用の増進及び住環境の向上を図るため、個別の建築

活動の積み重ねにより、道路空間及び連続したオープンスペースを確保し、区画道路

の改善を誘導する。地区防災施設による道路ネットワークを主に補完する既存道路を

主要道路とする。 

建築物等

の整備の

方針 

1 小規模な木造住宅等の建替えや不燃化を促進し、安全な建築物を整備する。 

2 宅地規模、建築物の形態、道路に面した部分の形態制限の合理化、建築物の防災性

能の強化などに留意して整備し、都市型住宅地にふさわしい良好な居住水準を確保す

る。 

3 建築物の高さを整え、道路沿いのオープンスペースを連続させることで、道路空間

の環境に配慮したまとまりのある街並みを形成する。 

その他当

該区域の

整備、開

発及び保

全に関す

る方針 

1 火災時の延焼防止、環境への配慮及び緑豊かで潤いのある市街地環境を形成するた

め、敷地内の緑化等に配慮することとする。 

2 壁面後退区域については、地域の防災性を高めるために、緊急自動車の通路及び避

難通路の確保のため、工作物を設置しないこととするとともに、道路との段差をなく

すなど交通の妨げとならないようにすること。 

地
区
防
災
施
設
の
区
域

種 類 名 称 幅 員 延 長 備 考 

道路 地区防災道路1号 約 5 ｍ 約 230 ｍ  
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地
区
施
設
の
配
置
及
び
規
模

区 分 名 称 幅 員 延 長 備 考 

主要道路 
及び水路 

主要道路1号 約 4 ～ 6 ｍ 約 110 ｍ  

区画道路 区画道路1号 約 4 ｍ 約 120 ｍ 

区画道路2号 約 4 ｍ 約 100 ｍ 

区画道路3号 約 4 ｍ 約  30 ｍ 

区画道路4号 約 4 ｍ 約 120 ｍ 

区画道路5号 約 4 ｍ 約  70 ｍ 

区画道路6号 約 4 ｍ 約  60 ｍ 

区画道路7号 約 4 ｍ 約  60 ｍ 

区画道路8号 約 4 ｍ 約  90 ｍ 

区画道路9号 約 4 ｍ 約  70 ｍ 

区画道路10号 約 5 ｍ 約  30 ｍ 

建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

地区の

区分 

名称 住居地区 近隣商業地区 

面積 約 1.7 ha 約 1.4 ha 

建築物等の

用途の制限 

1 次の各号に掲げる建築物は、建築してはな

らない。 

(1) ボーリング場、スケート場、水泳場その

他これらに類する運動施設（建築基準法（以

下｢法｣という。）別表第2(に)項第3号） 

(2) ホテル又は旅館（法別表第 2(に)項第 4

号） 

(3) 自動車教習所（法別表第2(に)項第5号） 

(4) 床面積の合計が15㎡を超える畜舎（法別

表第 2(に)項第6号） 

2 次の各号に掲げる建築物は、建築し

てはならない。 

(1) 自動車教習所（法別表第 2(に)項第 5

号） 

(2) 床面積の合計が 15 ㎡を超える畜舎

（法別表第 2(に)項第6号） 

(3) マージャン屋、ぱちんこ屋、射的場、

勝馬投票券発売所、場外車券売場その

他これらに類するもの（法別表第

2(ほ)項第2号） 

(4) 倉庫業を営む倉庫（法別表第 2(へ)

項第5号） 

3 前各項の規定は、市長が適用区域の特性に応じた合理的な土地利用の促進を

図るため特に必要があり、かつ、適正な都市機能と健全な都市環境を害するお

それがないと認めて許可した場合においては、適用しない。 

4 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、尼崎市

建築審査会の意見を求めなければならない。 

5 第1項又は第2項の規定は、この地区計画が決定された日（以下「決定日」と

いう。）において、法第3条の規定に準じて、第1項又は第2項の適用を受けな

い建築物について次の各号に該当するものにおいては、適用しない。 

(1)建築基準法施行令（以下「令」という。）第137条の7の規定に準じて行う増築

又は改築 

(2)大規模の修繕又は大規模の模様替（用途の変更を伴わないものに限る。） 

建築物の容

積率の最高

限度 

1 建築物の容積率は、10分の 20以下で

なければならない。 

2 建築物の容積率は、10 分の 30 以

下でなければならない。 

3 前 2項の規定は、法第 52 条第 14項の規定に基づく特定行政庁の許可を受け

た建築物については、適用しない。 

建築物等の

高さの最高

限度 

1 建築物の高さは、10ｍ以下でなけれ

ばならない。 

2 決定日において、現に存する又は現

に建築、修繕若しくは模様替の工事中の

建築物で、前項の規定に適合しない部分

を有する場合においては、当該建築物の

決定日における敷地の全部を建築物の

一の敷地として、建築、大規模の修繕若

しくは大規模の模様替又は用途の変更

をする場合においては、当該規定を適用

しない。 

建築物の高さは、15ｍ以下でなけれ

ばならない。 
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建
築
物
等
に
関
す
る
事
項

建築物の敷
地面積の最
低限度 

1 建築物の敷地面積は 80 ㎡以上でな
ければならない。 

2 建築物の敷地面積は 70 ㎡以上でな
ければならない。 

3 前 2項の規定は、法第 53 条の 2第 1項第 2号に該当する建築物の敷地につい
てはこの限りでない。 
4 第 1 項及び第 2項の規定は、次のいずれかに該当する土地について、当該土
地の全部を建築物の一の敷地として使用する場合においては適用しない。 
(1) 決定日において、現に建築物の敷地として使用されている土地で第 1項及び
第 2 項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づい
て建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土
地（以下「既存不適格土地」という。） 

(2) 既存不適格土地の全部及びこれに隣接する土地の全部又は一部 

壁面の位置
の制限 

1 建築物の外壁若しくはこれに代わる柱、バルコニー等又は建築物に附属する
門若しくは塀で地盤面上 2ｍを超えるもの（以下「外壁等」という。）の地盤
面上 10ｍ以下の部分の面から道路境界線（その敷地が主要道路１号に接する建
築物においては、道路境界線及び水路境界線（以下「道路境界線等」という。））
までの距離は、0.5ｍ以上でなければならない。 

2 前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以下で、かつ、
地盤面上 2.5ｍを超える部分については、適用しない。 

3 道路の見通しの空間として、内角 120 度以下の 2つの道路境界線等によって
できた角敷地の建築物の外壁等は、当該 2つの道路境界線等によってできた角
を頂点とする長さ 2ｍの底辺を有する二等辺三角形の底辺となる線を越えて建
築してはならない。 

4 前項の規定は、建築物の外壁等の中心線の長さの合計が 3ｍ以下で、かつ、
地盤面上 3.8ｍを超える部分については、適用しない。 

5 建築物の外壁等の地盤面上 10ｍを超える部分の面から道路境界線等までの
距離は、2ｍ以上でなければならない。 

6 第 1項、第 3項又は第 5項の規定は、決定日において、法第 3条の規定に準
じて、第 1項、第 3項又は第 5項の適用を受けない建築物について本地区計画
に関する条例において定めるものについては、適用しない。 

建築物の構
造に関する
防火上必要
な制限 

1 建築物の構造は、法第53条第3項第1号に規定する耐火建築物等又は準耐火建
築物等としなければならない。ただし、法第67条第1項各号のいずれかに該当す
るものについては、この限りでない。 
2 前項の規定は、市長が建築物の位置、構造、用途等の特殊性により防火上支
障がなく、かつ、適用区域の適正な都市機能と健全な都市環境を害するおそれ
がないと認めて許可した場合においては、適用しない。 
3 市長は、前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、尼崎市
建築審査会の意見を求めなければならない。 
4 第1項の規定は、決定日において、法第3条の規定に準じて、第1項の適用を受
けない建築物（木造の建築物にあっては、外壁及び軒裏を防火構造としたもの
に限る。）について次の各号に該当するものにおいては適用しない。 

(1) 令第137条の10の規定に準じて行う増築又は改築 
(2) 大規模の修繕又は大規模の模様替 

壁面後退区
域における
工作物の設
置の制限 

1 壁面の位置の制限として定められた限度の線と、道路境界線との間の土地の
区域については、門若しくは塀、庇、軒、出窓、バルコニー又は屋外階段等を
設置してはならない。ただし、地盤面上2.5ｍを超える部分については、この限
りでない。 
2 前項の規定にかかわらず、主要道路1号において、水路への落下防止措置とし
て、当該土地の区域に既に設置されている又は新たに設置する塀若しくは転落
防止柵等は当該制限を適用しないこととする。ただし、当該塀等は、水路が道
路となった時点で速やかに撤去することとする。
3 道路の見通し空間として確保された区域については、門若しくは塀、庇、軒、
出窓、バルコニー又は屋外階段等を設置してはならない。ただし、地盤面上3.8
ｍを超える部分については、この限りでない。 

垣又はさくの
構造の制限 

垣又はさくを設ける場合は、生け垣やフェンスと植栽の組み合わせなどにするように
努める。 

「区域、地区の区分、地区防災施設の区域及び地区施設の配置は計画図表示のとおり」 

（理 由） 

本地区はＪＲ尼崎駅北側の防災再開発促進地区（潮江北）内に位置し、老朽化した木造住宅や

狭あい道路も多く、災害等に対する危険性が看過できなくなっていることから、防災性の向上や

快適な住環境の形成を図ることを目的に、平成 29(2017)年に本計画を決定した。 

今回は、建築基準法改正（平成 30(2018)年 6 月）に伴う建築物の構造に関する防火上必要な制限に

係る引用条文の表記等について、本案のとおり変更するものである。 
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計画図 阪神間都市計画防災街区整備地区計画 
     下坂部川出地区防災街区整備地区計画 

1：1,500 

凡例 

地区の区分 

地区防災施設(地区防災道路 1号) 

住居地区 

区画道路８号 

下坂部小学校 

下 坂 部 １ 丁 目 

潮 江 ３ 丁 目 

汐
江
ふ
た
ば
保
育
園

下
条
公
園

蓮生寺 

地区計画の区域 

区画道路７号 

地区施設(主要道路 1 号) 

地区施設(区画道路 1 号～10 号) 

住居地区 

区画道路９号 

近隣商業地区 


